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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期

決算年月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月 平成20年12月

売上高（百万円） 164,304 166,423 154,871 152,997 155,489

経常利益又は経常損失（△）

　　　　　　　　（百万円）
9,650 8,414 5,228 △2,022 2,242

当期純利益又は当期純損失

（△）　　　　　（百万円）
6,219 5,749 777 △3,144 △9,353

純資産額（百万円） 30,261 34,697 33,847 35,186 9,924

総資産額（百万円） 79,483 83,863 77,038 72,371 69,996

１株当たり純資産額（円） 576.24 660.31 653.70 578.23 195.38

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失（△）

　　　　　　　　　　（円）

116.29 108.12 14.87 △53.03 △157.58

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円）
114.87 107.55 14.83 ― ―

自己資本比率（％） 38.1 41.4 43.9 48.6 14.2

自己資本利益率（％） 21.2 17.7 2.3 △9.1 △41.5

株価収益率（倍） 11.7 17.9 44.2 ― ―

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
3,438 381 14 △4,792 △6,808

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
2,882 △1,022 11,819 △5,165 △1,950

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△7,793 △709 △5,765 4,373 7,353

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円）
8,296 6,426 12,592 6,924 5,607

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）

（人）

1,277

(3,373)

1,288

(3,339)

1,302

(2,643)

1,075

(1,935)

870

(1,728)

　（注）１　売上高には、消費税等は含んでおりません。

２　第37期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第５号 

平成17年12月９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委

員会 企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日)を適用しております。

３　第38期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

４　第39期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５　第38期及び第39期の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
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(2）提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期

決算年月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月 平成20年12月

売上高（百万円） 151,254 162,917 151,368 79,564 5,344

経常利益又は経常損失（△）　

　

　　　　　　　　（百万円）

8,626 6,737 4,353 1,674 △534

当期純利益又は当期純損失

（△）　　　　　（百万円）
5,277 4,014 346 △75 △6,244

資本金（百万円） 7,665 7,665 7,665 11,218 11,218

発行済株式総数（千株） 54,306 54,306 54,306 63,416 63,416

純資産額（百万円） 29,747 32,713 31,423 36,603 24,869

総資産額（百万円） 77,685 79,620 73,267 43,240 44,901

１株当たり純資産額（円） 566.70 622.71 607.71 601.80 489.65

１株当たり配当額

（内１株当たり中間配当額）

（円）

25.00

(12.50)

25.00

(12.50)

23.00

(13.00)

23.00

(10.00)

23.00

(11.50)

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失（△）

　　　　　　　　　　（円）

98.71 75.19 6.63 △1.27 △105.20

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円）
97.51 74.79 6.61 ― ―

自己資本比率（％） 38.3 41.1 42.9 84.7 55.4

自己資本利益率（％） 18.1 12.9 1.1 0.2 △20.3

株価収益率（倍） 13.7 25.8 99.2 ― ―

配当性向（％） 25.3 33.2 346.9 ― ―

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）

（人）

929

(2,420)

1,162

(2,845)

1,245

(2,574)

24

(1)

72

(4)

　（注）１　売上高には、消費税等は含んでおりません。

２　第37期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第５号 

平成17年12月９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委

員会 企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日)を適用しております。

３　第38期及び第39期の経営指標等の大幅な変動は、平成19年６月21日の会社分割により、純粋持株会社へ移行し

たことに伴うものであります。

４　第38期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

５　第39期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

６　第38期及び第39期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
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２【沿革】

昭和45年４月 株式会社日本捺染の商事部を分離し、株式会社日本染芸を資本金200万円で設立。本社及び秋田営業所で

カタログによる呉服の販売を開始。

昭和48年10月 48営業所の設置を完了し、カタログによる販売エリアを全国に拡大。

昭和49年10月 本社及び配送センター竣工（京都市南区）。

昭和49年12月 商号を株式会社ニッセンに変更。

昭和50年７月 総合カタログを発刊し、衣料品・家庭用品等の販売を開始。

昭和55年７月 新本社竣工（京都市南区）。旧本社を通販本部及び配送センターとする。

昭和55年12月 株式会社日本捺染の資産・負債を継承するため同社を吸収合併。同日付で同社の事業を継続するため、

あらたに100％出資子会社の株式会社日本捺染を設立。

又、当社では事業部制を導入。カタログによる販売部門を通販事業部として48カタログセンターに、現物

による販売部門を現販事業部として67現販店に分離して運営。

昭和57年６月 通販事業部でクレジット業務を開始。

昭和62年10月 京都府向日市に大型倉庫を竣工し、物流システムを拡充。

昭和63年10月 大阪証券取引所市場第二部に株式上場。

平成元年８月 香港に物品の輸出入業を目的とする100％出資子会社、スパーク・エース・リミテッド（現・連結子会

社）を設立。

平成５年６月 現販事業部をユービスト事業部と名称変更。

平成５年８月 福井ロジスティクスセンター（福井県あわら市。通称、ＦＬＣという）を竣工し、物流システムを拡充。

平成６年11月 香港に現地生産商品の検品を目的とする子会社、アドバンス・プログレス・リミテッド（現・連結子会

社であり、スパーク・エース・リミテッドの64.7％出資子会社）を設立。

平成７年９月 三重大型商品配送センター（三重県いなべ市。通称、ＬＤＣという）を竣工し、物流システムを拡充。

平成７年12月 中国広東省東莞市に現地生産商品の検品を目的とする子会社、東莞日泉品質検測有限公司（アドバンス

・プログレス・リミテッドの100％出資子会社）を設立。

平成９年１月 インフォメーションセンター竣工（京都市南区）。

平成10年12月 ユービスト事業部を現販事業統括本部と名称を変更し、その下にユービスト事業部、シェイプファンデ

事業部、優美苑事業企画部を組織。

平成12年10月 当社とＧＥキャピタル（所在地：米国コネチカット州）が50％ずつの出資比率でニッセン・ジー・

イー・クレジット株式会社（現・関連会社）を設立し、当社のクレジットサービス部門を営業譲渡。

平成13年12月 シェイプファンデ事業部を分社化し、100％出資子会社、株式会社ニッセンシェイプファンデ（現・連結

子会社）を設立。

平成14年12月 大阪証券取引所市場第一部に株式上場。

平成15年７月 東京証券取引所市場第一部に株式上場。

平成15年10月 中国上海市に提携先企業への商品の供給を目的とする100％出資子会社、日泉国際貿易（上海）有限公

司を設立。

平成16年５月 中国天津市に現地生産商品の検品を目的とする100％出資子会社、天津日泉国際貿易有限公司を設立。

平成16年５月 社内外の経営資源を融合し、新規事業の開発を加速することを目的とした、ニッセン・ベンチャーファ

ンド（ＮＶＦ）を設立。 

平成16年６月 物流機能を分社化し、100％出資子会社、株式会社ニッセン・ロジスティクス・サービスに移転。 

 平成16年７月 中国上海市に現地生産商品の検品を目的とする100％出資子会社、上海日染服飾検整有限公司を設立。
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平成17年４月 現物販売事業の再構築のため、株式会社ニッセン彩美苑、株式会社ニッセン華翔苑、株式会社ニッセン京

美苑、株式会社ニッセン優輪苑の子会社４社を清算。

平成17年６月 当社及び連結子会社４社、持分法適用関連会社１社において、「プライバシーマーク」を取得。

平成17年７月 インターネットサイトを通じ、マーケティングプロモーション事業を行う株式会社ＡＬＢＥＲＴ（現・

関連会社）に出資。

平成17年８月 海外在住者向けオンラインショップを運営する株式会社ナビバード（現・連結子会社）へ出資し、当社

商品の供給を開始。

 平成18年６月 株式会社ニッセン・ロジスティクス・サービスの株式50.5%を株式会社豊田自動織機に譲渡し、社名を

株式会社通販物流サービス（現・関連会社）に変更。

 平成19年２月 SSC事業を分社化。株式会社InfoDeliver（現・関連会社）との合弁会社、株式会社シェアード・ウィン

（現・関連会社）を設立。

 平成19年３月 ブドウ由来の原料を用いた化粧品を販売する株式会社葡萄ラボ（現・連結子会社）に出資。

 平成19年４月 宝飾用ダイヤモンドの輸入並びにダイヤモンド・ジュエリーの企画開発、製造、販売を行う株式会社オ

リエンタルダイヤモンド（現・連結子会社）の営業を開始、及びブライダル宝飾品を販売する株式会社

トレセンテ（現・連結子会社）の事業を譲受け。

 平成19年６月 純粋持株会社体制に移行し、株式会社ニッセンホールディングスと、新設した100%子会社の株式会社

ニッセン（現・連結子会社）に分割。事業は株式会社ニッセンに承継。

平成19年12月　 生命保険の募集業務及び損害保険代理業を行うｎインシュアランスサービス株式会社（現・連結子会

社）を設立。

平成20年３月　 障害者雇用と支援のための株式会社u&nを設立。（同年５月に特例子会社認定を取得）　

平成20年６月 株式会社ニッセンより会社分割し、現販事業部門を主体とした株式会社ニッセンプレミアム（現・連結

子会社）を設立。

平成20年６月　 家具・インテリアを中心にカタログ通信販売を行う株式会社暮らしのデザイン（現・連結子会社）の

全株式を取得。

３【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、平成19年６月21日より純粋持株会社体制への移行を行っており、当

社、当社子会社20社及び関連会社５社で構成され、通販事業、金融事業、現販事業及びその他の事業を行っております。

　事業の内容と当社及び関係会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。

　なお、これらの事業は連結財務諸表の注記事項に記載の事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。ま

た、当連結会計年度より事業の種類別セグメント区分を変更しております。詳細については、「第５［経理の状況］　

１［連結財務諸表等］　(1）［連結財務諸表］　注記事項　（セグメント情報）」に記載のとおりであります。

通販事業

　当部門においては、カタログ媒体やオンラインショップを通じ、主に衣料品・生活関連用品の通信販売事業等を行っ

ております。

（主な関係会社）

株式会社ニッセン、スパーク・エース・リミテッド、アドバンス・プログレス・リミテッド、株式会社ナビバード、

株式会社葡萄ラボ、株式会社暮らしのデザイン、株式会社通販物流サービス、株式会社ＡＬＢＥＲＴ

　

　金融事業

　  当部門においては、保険代理店事業及び消費者金融事業等を行っております。

　  （主な関係会社）

　    ｎインシュアランスサービス株式会社、ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社
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現販事業

　当部門においては、営業店舗等による宝石、呉服等の販売事業、代理店を通しての補正下着等の販売事業及び貸衣装

事業を行っております。

（主な関係会社）

株式会社ニッセンプレミアム、株式会社オリエンタルダイヤモンド、株式会社トレセンテ、株式会社ニッセンシェイ

プファンデ

　

  その他、株式会社ＩｎｆｏＤｅｌｉｖｅｒ、株式会社シェアード・ウィンにおいては中国でのＢＰＯ（ビジネスプ

ロセス・アウトソーシング）を活用した総務・経理・人事部門等のバックオフィス業務等を行っております。 

　事業系統図は、次のとおりであります。

株式会社ニッセンの会社分割について

　平成20年６月21日をもって、株式会社ニッセンを分割会社とし、株式会社ニッセンプレミアムを新設分割設立会社とし

て、現販事業部門の権利義務を新会社に承継しております。
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４【関係会社の状況】

名称 住所

資本金又

は出資金

（百万円）

主要な事

業の内容

議決権の

所有割合

（％）

関係内容

（連結子会社）      

株式会社ニッセン (注)２
京都市

南区
100 通販事業 100

カタログやインターネットによる通信販売事業

役員の兼任２名、資金援助

スパーク・エース・リミテッド 香港

48

 （2,500千

香港ドル）

通販事業 100 香港及びその近隣諸国の商品の輸出供給

アドバンス・プログレス・リミテッ

ド
香港

23

 （1,700千

香港ドル）

通販事業
82.35

(82.35)
商品検品業務

株式会社ナビバード
大阪市

中央区
80 通販事業 74.29

インターネットによる海外向け通信販売事業

 資金援助

株式会社葡萄ラボ
東京都

中央区
63 通販事業 66.58

ブドウ由来の原料を用いた化粧品、医薬部外品の企

画開発と販売　

資金援助

株式会社暮らしのデザイン
東京都

品川区　
300 通販事業　 100

通信販売事業、カタログ情報誌「暮らしのデザイ

ン」の企画・編集、カタログ及びインターネット掲

載商品の仕入販売業務

資金援助

ｎインシュアランスサービス株式会

社

京都市

下京区　
100 金融事業 100

生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業

役員の兼任１名

株式会社ニッセンプレミアム (注)６　
京都市

南区　
50 現販事業　 100

宝飾品・呉服等の店舗販売と、これに附帯する仕立

・貸衣装など各種アフターサービス業務

役員の兼任１名、資金援助

株式会社オリエンタルダイヤモンド
東京都

台東区
100 現販事業 100

宝飾用ダイヤモンドの輸入、ダイヤモンド・ジュエ

リーの開発、販売

資金援助

株式会社トレセンテ
東京都

中央区
200 現販事業 100

貴金属・宝飾品等の販売

資金援助

株式会社ニッセンエヴァーズ大分
大分県

大分市
10 現販事業 100 婚礼衣装等のレンタル

株式会社ニッセンシェイプファンデ
京都市

中京区
50 現販事業 100

女性用補整下着等の衣料品、化粧品、栄養補助食品等

の販売及びサービス業務

役員の兼任１名

株式会社ニッセンユービスト友の会
京都市

南区
20 現販事業 100

割賦販売法に基づく前払式特定取引業

 資金援助

（持分法適用関連会社）      
ニッセン・ジー・イー・クレジット

株式会社

京都市

下京区
4,050 金融事業 50

クレジットカード事業、融資事業、保険代理業など

役員の兼任２名

株式会社通販物流サービス
京都市

南区
980 通販事業 49.5

倉庫業、物流業、検品業など

役員の兼任１名

株式会社シェアード・ウィン
東京都

港区
100

通販・現販

・金融事業
49

中国ＢＰＯを活用したシェアードサービスセンター

業務の受託

株式会社ＡＬＢＥＲＴ
東京都

渋谷区
314 通販事業 23.21

レコメンデーションエンジンの開発・提供、レコメ

ンデーションメディアの運営

株式会社ＩｎｆｏＤｅｌｉｖｅｒ
東京都

港区
491

通販・現販

・金融事業
19.31

中国を活用したバックオフィスＢＰＯサービス

役員の兼任１名

　（注）１　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　特定子会社に該当しております。

３　有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

        ４　議決権の所有割合の(　)内数は、間接所有割合であります。

 　　　 ５　株式会社ニッセンについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める

 　　　　　 割合が10％を超えております。

            主要な損益情報等　　　 (1) 売上高　　　　142,630百万円

                                   (2) 経常利益　　　　2,319百万円

                                   (3) 当期純損失　　　4,408百万円

                                   (4) 純資産額　　　  3,205百万円

                                   (5) 総資産額　　　 47,085百万円

　　　　６　債務超過会社で債務超過の額は、平成20年12月20日時点で3,435百万円となっております。
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５【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成20年12月20日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

通販事業 554　( 1,559)

金融事業 15　(    23)

現販事業 229　(   142)

全社(共通) 72　(  　 4)

合計 870　( 1,728) 

　（注）１　従業員数は当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者

を含む就業人員数であります。

２　従業員数欄の(　)外書は、臨時従業員（パートタイマー、契約社員等）の合計数であります。

３　全社(共通)は、本社管理部門の従業員であります。

４　従業員数が前連結会計年度末に比べ205名減少しましたのは、主として当社連結子会社である株式会社ニッセ

ンプレミアムの催事販売事業撤退による人員削減によるものであります。

(2) 提出会社の状況

　 平成20年12月20日現在

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（千円）

72（４）　   39才０ヶ月 　９年２ヶ月 6,948

　（注）１　従業員数は当社から他社への出向社員を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

２　従業員数欄の(　)外書は、臨時従業員（契約社員）であります。

３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４　従業員数が前事業年度末に比べ48名増加しましたが、その主な理由は、平成20年６月21日付で、当社連結子会

社である株式会社ニッセンから管理部門の一部の人員を当社へ転籍させたことによります。

(3) 労働組合の状況

　当社に労働組合はありませんが、連結子会社の一部に労働組合が結成されております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

　当連結会計年度における我が国経済は、米国金融市場の混乱に伴う金融危機と原油をはじめとする原材料費の高

騰等に起因する世界的な景気減速により、国内企業の業績悪化が続くとともに設備投資が減少し停滞色が強まりま

した。このような状況下において、景気悪化による個人所得の伸び悩みやエネルギー・食料品価格の上昇等により

一般消費が低迷するとともに、消費者の低価格志向が一層強まった結果、当社グループが属する小売業界における

競合環境はより一層厳しい状況となりました。

　このような経営環境のもと、当社グループでは連結収益力の回復を図り、中長期的なグループ企業価値向上を実現

するために、グループ全体における聖域なき経営合理化策に取り組んでまいりました。

　通販事業におきましては、売上高・経常利益ともに当連結会計年度より別セグメント化した金融事業を除いて前

年を大幅に上回りました。金融事業におきましては、持分法適用関連会社の収益構造改革等により業績が改善し、持

分法投資利益の増加が大きく利益貢献いたしました。一方、現販事業におきましては、消費動向の急激な変化及び法

令改正等によるマイナス影響を受けるとともに、平成20年９月に決定した催事販売事業からの撤退の影響もあり、

売上高・経常利益ともに前年を大幅に下回りました。

　以上の結果、当連結会計年度におきましては、売上高は155,489百万円（対前年増減率1.6％増　2,491百万円増加）、

営業利益は3,051百万円（対前年増減率32.3％減　1,457百万円減少）、経常利益は2,242百万円（前年同期経常損失

2,022百万円）となりました。

　なお、現販事業の催事販売事業からの撤退に伴う特別損失3,471百万円に加えて、経営上の不確実性の低減を目的と

した長期為替予約契約（時価評価適用）の解約損4,985百万円（※1）及び昨今の金融情勢に伴う上場有価証券評価

損等の603百万円を特別損失として計上しております。また、繰延税金資産の一部取崩し等の発生による法人税等調

整額1,750百万円を税金費用として計上いたしました。そのため当期純損失は9,353百万円（前年同期当期純損失

3,144百万円）となりました。

（※1）当社グループの通販事業では商品輸入決済時の為替変動リスク回避の目的で長期為替予約契約を締結して

おりましたが、昨今の景気動向や金融情勢により対米ドル為替レートが円高に急進したことで長期為替予約契約を

維持するメリットが薄れてきたこと等から、当連結会計年度にこれら長期為替予約契約を全て解約いたしました。

今回の解約により為替予約等解約損を特別損失として計上しております。

（連結業績）

売上高 155,489百万円 （対前年増減率 1.6％増）

営業利益 3,051百万円 （対前年増減率 32.3％減）

経常利益 2,242百万円 （前年経常損失 2,022百万円）

当期純損失 9,353百万円 （前年当期純損失 3,144百万円）

 （個別業績）

売上高 5,344百万円 （対前年増減率 93.3％減）

営業利益 223百万円 （対前年増減率 90.3％減）

経常損失 534百万円 （前年経常利益 1,674百万円）

当期純損失 6,244百万円 （前年当期純損失 75百万円）

 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（通販事業）

　中間期以降の景気悪化による消費者の生活防衛意識の高まりによって小売全体が苦戦している中、主力事業会社で

ある株式会社ニッセンにおきましては消費者の低価格志向に適応した商品品揃えの充実による稼働人数の増加や、イ

ンターネット・モバイル通販の積極拡大策が功を奏したこと等により売上高は好調に推移いたしました。また、カタ

ログ制作や発送等にかかるカタログ費及び注文や商品発送等にかかるフルフィルメント費等におけるローコスト・

マネジメント活動を推進した結果、金融事業を除外した通販事業の前連結会計年度との比較において業績は大きく改

善いたしました。
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　以上の結果、通販事業の売上高は138,176百万円（対前年増減率5.9％増　7,693百万円増加）、営業利益は6,536百万円

（対前年増減率21.8％減　1,816百万円減少）、経常利益は4,802百万円（対前年増減率120.0％増　2,619百万円増加）と

なりました。

　また、当期より別セグメント化した金融事業を前年実績から除外し、当期と同条件で業績比較した場合、売上高は対

前年増減率8.1%増（10,357百万円増加）、営業利益は対前年増減率14.9％増（847百万円増加）、経常利益は対前年増

減率175.4％増（3,058百万円増加）と、実質比較として大幅な増収増益を達成しております。

（金融事業）

　金融事業は、当社の連結子会社で保険商品の募集代理店を営むｎインシュアランスサービス株式会社の業績と、持分

法適用関連会社であるニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社の持分法投資利益により構成されております。ｎ

インシュアランスサービス株式会社におきましては、平成20年４月より保険商品の募集代理店事業を開始し、当連結

会計年度より収益を計上しております。一方、ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社は、前連結会計年度におい

て過払利息返還請求引当金の積み増しや繰延税金資産の取崩等により大幅な当期純損失が発生しておりましたが、当

連結会計年度において営業貸付金は減少したものの、債権回収率の向上による引当金の減少や販売管理費の削減等で

収益性が改善した結果、当社の持分法投資利益として1,169百万円を計上しております。

　以上の結果、金融事業の売上高は958百万円、営業利益は395百万円、経常利益は1,564百万円となりました。（※金融事

業は前年まで通販セグメントに包含しております。）

（現販事業）

　主力事業会社である株式会社ニッセンプレミアムにおきましては、消費動向の急激な変化及び法令改正等による影

響を大きく受けることとなり、これに対処するため不採算営業拠点の統廃合及び人員規模適正化等の事業構造改革を

断行いたしました。しかしながら、その後も催事販売の事業環境が更に悪化したため、事業継続の可否について検討し

た結果、収益性の維持並びに中長期の成長が困難であるとの経営判断から、催事販売事業については当連結会計年度

中に撤退することとなりました。これによる売上高の減少と事業撤退に伴う特別退職金や営業店閉鎖費用等一過性の

費用が発生したことにより、当連結会計年度の売上高、営業利益、経常利益ともに前年を大きく下回りました。

　以上の結果、現販事業の売上高は16,354百万円（対前年増減率27.4％減　6,160百万円減少）、営業損失は1,711百万円

（前年同期営業損失1,012百万円）、経常損失は1,947百万円（前年同期経常損失1,296百万円）となりました。

　所在地別セグメント情報については、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。

　海外売上高については、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

(2) キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ1,316百万円減少し、5,607百万円と

なりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、6,808百万円の減少（前年同期は4,792百万円の減少）となりました。主た

る減少要因として税金等調整前当期純損失7,143百万円、為替予約等解約による支出2,558百万円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、1,950百万円の減少（前年同期は5,165百万円の減少）となりました。主た

る減少要因として、固定資産の取得による支出1,885百万円、子会社株式の取得による支出72百万円、貸付による支出

460百万円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは7,353百万円の増加（前年同期は4,373百万円の増加）となりました。主たる

増加要因として、短期借入金の増加により14,400百万円の収入が挙げられます。一方、長期借入の返済による支出

1,661百万円、自己株式の取得による支出3,895百万円、配当金の支払額1,490百万円等が主な減少要因になりました。
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２【販売及び仕入の状況】

(1) 販売実績

　当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 販売高（百万円） 前年同期比（％）

通販事業 138,176 106.0

金融事業 958 536.8

現販事業　 16,354 72.6

合計 155,489 101.6

　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　      ２　当連結会計年度より、事業の種類別セグメント区分を変更しております。詳細については、「第５［経理

　　　　　　の状況］　１［連結財務諸表等］　(1）［連結財務諸表］　注記事項　（セグメント情報）」に記載のと

　　　　　　おりであります。なお、前年同期比較にあたっては、前連結会計年度の金額を変更後の区分に組替えた上

　　　　　　で比較しております。　

　

(2) 仕入実績

　当連結会計年度における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 仕入高（百万円） 前年同期比（％）

通販事業 67,867 108.6

現販事業　 7,723 74.3

合計 75,591 103.7

　（注）１　金額は、仕入価格によっております。

　　　　２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　金融事業は、仕入実績がないため該当事項はありません。
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３【対処すべき課題】

　当社グループが属する小売業においては、激しい価格競争や品質競争の中で勝ち残っていくための抜本的なグルー

プ構造改革や、経営統合などを含めた業界再編の動きが活発化しております。

　このような経営環境のもと、当社グループでは、中長期的なグループ企業価値向上を実現するために、従来からの総

合通販モデルの強みを活かしたグループ経営を推進しつつも、市場の情勢や当社を取り巻く環境変化に対応した新た

な取り組みが必要であるとの認識から、以下を重点方針として各種施策を展開してまいります。

(1) データベースを中核としたグループ経営推進のための体制構築及びガバナンスの強化

　・戦略意思決定の迅速化、グループ構造改革の加速、重点戦略分野における機動的Ｍ＆Ａ等の推進に向けたグル

　　ープ経営基盤を構築する。

 　　 　・経営の健全性と透明性を高め、中長期的な企業価値向上を実現するために、独立社外取締役の増員、純粋持株

　　　　　会社・事業会社間における経営と執行の完全分離などのコーポレート・ガバナンス改革を実施する。

 　　　 ・各事業損益の透明性向上及び事業毎の成長戦略実現に向けたグループ組織構造の最適化を図る。

　

(2) 既存事業の損益構造改革による収益性の向上

 　　　 ・顧客データベースの強力な獲得手段である通販事業において、顧客セグメント分析手法の強化やより効果的な

　　　　　顧客開発を推進することにより、カタログ通販とインターネット通販の双方において、顧客データベースの効

　　　　　率的な獲得をすすめるとともに、購買された商品のカテゴリー分析などにより、新たな商品やサービスの提供

　　　　　をすすめ、顧客データベースの質的な向上を図る。

 　　　 ・当社グループの最大の資産である顧客データベースの活用により、高収益事業として展開を進めている、Ｂto

　　　　　Ｂ事業・金融事業などの事業群を継続的に発展させるとともに、顧客データベースの新たな活用方法として、

　　　　　既に展開している事業群とは異なる領域の商品やサービスについての積極的な事業開発を行い、収益力の向上

　　　　　を図る。

　

(3) 本業強化のための積極的なＭ＆Ａの推進

 　　 　・データベースの獲得と活用、既存事業のバリューチェーン強化などの観点から、企業価値の向上につながる事

　　　　　業提携や資本提携などの戦略アライアンスを積極的に推進する。

 　　　 ・貸出コミットメント契約などの効率的な資金調達手段の確保により、既存事業の継続的な強化や今後のＭ＆Ａ

          の推進に備える。

　

 (4) グローバル化戦略の推進

 　　 　・海外商品調達におけるサプライ・チェーン・マネジメントを積極的に推進し、協力工場とのコミュニケーショ

　　　　　ンを強化することでリードタイムの短縮や商品の品質向上を図る。

 　　　 ・ローコスト・マネジメントの一環として、ノンコア業務の海外移転を推進し、ローコスト経営による更なる企

          業競争力の向上にむけた取り組みを実施する。

　

(5) ニッセンブランド価値の向上

 　　　 ・ニッセングループのコーポレートブランドの価値を高め、各マーケットブランドの専門性（エキスパート）を

          アピールすることで、グループの一貫性を保ちながらマーケット別に強みを発揮して、新規顧客の獲得や既存

　　　　　顧客のロイヤリティ向上を目指す。

　

(6) 変革リーダーシップの強化

 　　 　・複数の視点による人材評価の仕組みを構築し、次世代幹部候補の発掘、及びリーダーシップ・マネジメント・

　　　　　プログラムの実施、抜擢人事の積極的な実施、女性の活躍の場を更に広げるとともに、社外からの優秀な人材

　　　　　登用を行い、変革リーダーを中心とした組織力の強化を図る。
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(7) 株式会社の支配に関する基本方針について

①　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、当社に対して会社支配に関する重大提案がなされた場合、これを受け入れるべきか否かの判断は最終

的に株主の皆様に委ねられるべきであると考えております。

　上記の考え方のもと、平成19年３月14日開催の当社第37回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただ

きました「当社株式の大量買付行為に関する対応策の導入の件」(以下、 「対応策」といいます。)に関しまし

ては、平成20年3月18日開催の当社第38回定時株主総会において、対応策の検討と相前後した金融商品取引法の

成立及びその後の段階的施行等の環境変化を斟酌しつつ「対応策」の議案を付議しないことといたしました。

　

②　基本方針の実現に資する特別な取り組み

　当社は、中長期的な企業価値向上を目的としたグループ経営基盤強化の一環として、純粋持株会社体制の確

立、取締役会における独立社外取締役三分の一以上の確保、社内取締役の最少人数化、純粋持株会社と事業会社

の常勤取締役の兼任是正、社外役員を委員長とし社外委員で過半数を構成する指名・報酬委員会及びＥＳＧ

（環境・社会・企業統治）委員会（旧コーポレート・ガバナンス委員会）の設置等の改革を実行してまいり

ました。

　

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

　めの取り組み

　当社に対して株主価値に重大な影響をおよぼす可能性のある買収提案又は買付行為（以下、「重大提案」と

いいます。）がなされた際は、株主共同利益の確保のために、買付予定者に対して買収後の経営方針等の一定の

情報開示を積極的に求めるとともに、当社として可能な範囲で情報収集を行った上で、株主の皆様に当社取締

役会として重大提案に対する判断・意見を適宜お伝えする等、株主の皆様により正確な情報に基づく最終的な

投資判断をしていただけるよう適時適切な情報開示に努める所存であります。

　

④　上記の各取り組みに対する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由

　上記の取り組みは、当社の中長期的な企業価値と株主共同利益を向上させるための方策であり、継続的に取り

組むべき課題と考えます。

　

　これらの取り組みに基づき、安定かつ継続的に企業価値を向上させるとともに、中長期的な収益力強化を目指

して鋭意努力し、株主の皆様の共同の利益の向上を図ってまいります。
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４【事業等のリスク】

　当社グループの事業、業績及び財政状態は、下記の要因を含むリスク及び不確定要素により影響を受ける可能性があ

ります。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努めて

まいりますが、これらのリスク及び不確定要素が当社グループに重大な悪影響を与えた場合、当社株式の市場価格を

大幅に引き下げる可能性があります。

　なお、文中の将来に関する事項については、有価証券報告書提出日（平成21年３月19日）現在において入手可能な情

報から当社グループが判断・予測したものです。

(1) 気候不順の影響

　冷夏や長雨、暖冬などの天候不順や異常気象による需要変動は、当社グループの行う通販事業のカタログ商品売

上に影響を及ぼし、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(2) 外的要因により業務に支障を来すリスク

　大型地震の発生やそれによる津波、大型台風の上陸やそれによる幹線道路の寸断、テロ等によるシステムや社会

インフラの大規模な障害発生等の外部要因により、当社グループの業務の全部又は一部が不全となる場合、当社

グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(3) 法的規制

　当社グループの行う事業は特定商取引に関する法律、消費者契約法、知的財産に関する法律、保険業法等により

法的規制を受けております。そのため、当社グループでは社員教育の徹底、コンプライアンス体制の整備、販売管

理体制の構築等により法的規制を遵守する体制の整備に努めておりますが、これらの法的規制に違反する行為が

なされた場合や、その結果としてクレームトラブル等が生じた場合、また、上記の法律の改正もしくは解釈の変

更、新たな法的規制により、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(4) 消費者金融事業に関するリスクについて

　当社グループの消費者金融事業については出資法、利息制限法、貸金業規制法による規制を受けております。こ

れらの法律が平成18年12月に一部改正されたことにより、出資法上の上限金利が利息制限法上の水準まで引き下

げられるとともに、総量規制の導入など各種の規制強化が図られており、全面施行されるまでには移行期間が設

けられているものの、消費者金融事業については市場規模の収縮による更なる競争の激化や収益力の低下などに

より収益性が著しく低下する可能性があります。

　また、当社グループの消費者金融事業における貸出金利は利息制限法の上限利率を超過する部分があった為、こ

れらの超過利息について会員からの申し立てがあった場合には返還などを行う場合があります。

　当社グループでは将来の超過利息の返還に対応する引当金を計上していますが、これらの超過利息に関する返

還を求める件数や金額が現在の予想を超えた場合、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす恐

れがあります。

(5) 公的規制

　当社グループは、事業展開する国、地域でさまざまな政府規制の適用を受けておりますが、その規制を遵守でき

なかった場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(6) 生産国の政治情勢及び経済状況等の変化

　当社グループは競争力のある商品の生産とコスト削減のために、通販事業で取り扱う商品の大部分を中国をは

じめとした海外にて生産しております。しかし、海外における政治情勢・経済状況の変化、法令の改正や規制の変

更などにより、事業の遂行に問題が生じる可能性があります。このような場合、当社グループの事業、業績及び財

政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(7) 為替変動の影響

　当社グループの行う通販事業の商品輸入の大半が米国ドル建てとなっております。そのため当社グループの想

定を超える大幅な為替変動があった場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれ

があります。
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(8) カタログ資材の市況変化

　当社グループの行う通販事業はカタログを媒体とする通信販売を主軸に商品販売を行っており、カタログ資材

の調達においては紙パルプを多用しております。これらのカタログ資材の調達においては、安定的な資材調達と

ともに調達コストの引き下げに向けた取り組みを継続して行っておりますが、紙パルプ等の原材料市況が当社の

想定以上に高騰した場合、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(9) 商品発送料について

　当社グループの行う通販事業は、その事業の特性上、商品の発送が伴います。昨今の原油高騰及び排ガス規制等

の環境規制により、運輸事業者のコストが上昇する可能性があり、ひいては委託発送料の値上がりにつながり、結

果として当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(10) システムリスク

　当社グループが保有するコンピュータシステムにおいて、ウィルスの侵入等によるダウン又は誤作動、システム

の不備、不正使用等が発生することにより、損失を被る可能性があります。当社グループは業務のすべてにおいて

コンピュータを使用しているため、コンピュータに関してトラブルが発生した場合には、復旧等に臨時の費用が

発生し、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(11) 情報セキュリティについて

　個人情報保護法が平成17年４月から全面施行され、当社グループも個人情報取扱事業者として個人情報に係る

義務等の遵守を求められております。

　当社グループでは情報セキュリティポリシーを制定し、安全性及び信頼性に万全の対策を講じるとともに、「プ

ライバシーマーク」を取得するなど個人情報保護に努めておりますが、予測し得ない不正アクセス等により、顧

客情報や当社グループの機密情報が漏洩したり、その漏洩した情報が悪用された場合、顧客の経済的・精神的損

害に対する損害賠償等が発生する可能性があります。更に顧客情報の漏洩等が当社グループの信用低下や企業イ

メージの悪化につながることで、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(12) 商品の安全性及び表示に関して

　当社グループの行う通販事業は製造物責任法をはじめ、消費生活用製品安全法、食品衛生法、薬事法、不当景品類

及び不当表示防止法（景品表示法）など各種の法的規制を受けております。

　当社グループでは、当社グループ独自の品質管理基準に従って各種の商品を企画・生産し、商品管理体制の整備

を進めることで各種の法的規制の遵守に努めておりますが、全ての商品について欠陥が無く、将来にわたって商

品回収や損害賠償等による多額の費用が発生しないという保証はありません。また、異物混入及び品質・表示不

良製品の流通などの問題が発生した場合、当社グループの商品に対する信頼の低下による売上の減少などによ

り、当社グループの事業、業績及び財政状態に悪影響を及ぼすおそれがあります。

(13) 将来に向けた成長戦略プランの推進に伴うリスク 

　当社グループは、データベースの獲得と活用、既存事業のバリューチェーン強化などの観点から、企業価値の向

上につながる事業提携や資本提携などの戦略アライアンスを積極的に推進しており、これらの取り組みに伴う投

資もしくは買収のための支出、費用及び負債が当初の想定から追加的に増加する可能性があります。

　また、これらの戦略アライアンスや成長戦略プランを推進していく過程で生み出される新規事業が当社グルー

プの想定とおり収益に貢献するかどうかについては一切の保証が無く、提携によるシナジー効果が想定とおりに

発揮できなかった場合や、何らかの事情により提携を解消することとなった場合、或いは提携が失敗した場合な

ど、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす恐れがあります。

(14) 人的資源の確保について 

　当社グループの永続的な発展のためには「人材力」が最も重要であり、当社グループの展開する事業や管理組

織など各分野における優秀な人材の確保は、当社グループを取り巻く環境の変化に柔軟に対応していくために必

要不可欠な要素であると認識しております。

　しかしながら、各分野における有能な人材の数は限られているとともに、優秀な人材を確保し雇用を維持するた

めの競争は非常に激しくなっております。このため、在籍している従業員の流出の防止や新たな人材の獲得がで

きなくなった場合、当社グループの成長や利益に悪影響を及ぼす恐れがあります。

EDINET提出書類

株式会社ニッセンホールディングス(E03131)

有価証券報告書

 15/123



(15) 財務体質、収益構造に関するリスク

　当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、コミットメント契約（コミットメントライン契約、タームローン

契約）を締結しております。

　当該契約では財務制限条項があり、各年度の決算期の末日の貸借対照表（連結・単体の両ベース）における資

本の部の合計を当該決算期の直前の決算期の末日又は平成16年12月期の末日における借入人の貸借対照表（連

結・単体の両ベース）における資本の部の合計のいずれか大きい方の75％以上に維持すること、単体及び連結の

損益計算書における経常損益を２期連続で損失としないことが取り決められており、これに抵触した場合、多数

貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ちに借入金の全額並びに利息及び精算金等を支払う義務を負

うことになっております。

　上記条件のもと、当社グループは当連結会計年度における連結財務諸表において、為替予約の解約や催事販売事

業からの撤退などの一過性の要因により、当期純損失9,353百万円を計上しており、また個別財務諸表においては、

関係会社事業整理損失等により当期純損失6,244百万円を計上しております。これらの事象により、連結貸借対照

表及び個別貸借対照表における資本の部が前期の連結貸借対照表及び個別貸借対照表の資本の部の75％を下回

ることとなり、コミットメント契約（コミットメントライン契約、タームローン契約）の財務制限条項に抵触い

たしました。

　連結財務諸表作成会社である当社は、当該状況を解消すべく、全ての金融機関に対して当社グループの財務状況

や来期の収益計画について説明を行った結果、為替予約の解約や催事販売事業撤退などによって一時的な損失が

生じたものの、これら経営判断や来期の収益計画について前向きな評価をいただくとともに、財務制限条項への

抵触を期限の利益喪失事由としない旨の承諾を得ております。

 なお、業績に影響を与える要因は、これらに限定されるものではありません。
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５【経営上の重要な契約等】

１．平成20年２月25日開催の株式会社ニッセンの取締役会決議に基づき平成20年６月21日付で株式会社ニッセンの

現販事業（以下、本件事業）部門を新設分割し、新設分割設立会社の株式会社ニッセンプレミアム（以下、「新設会

社」）に承継（以下、本件分割）しております。

 

会社分割の概要は次のとおりであります。

①会社分割の目的

　当社は、グループ経営ビジョンとして、一人ひとりのお客様が思い描く理想のライフスタイルを提案する企業グルー

プを目指しております。このビジョン実現に向けたビジネスドメイン戦略に基づき、主力事業会社である株式会社

ニッセンから現販事業部門を分社化することで、グループ組織構造の最適化、独立事業としての経営基盤強化、現販事

業改革の加速、社員意識の変革及び組織・人材の活性化を目指してまいります。

②会社分割の方法

　株式会社ニッセンを分割会社、新設する株式会社ニッセンプレミアムを承継会社とする分社型新設分割

③分割期日

　平成20年６月21日

④分割に際して発行する株式及び割当

　新設会社は、本件分割に際して普通株式1,000株を発行し、本件分割により承継する権利義務に代えて、その全てを株

式会社ニッセンへ割当交付します。その後、株式会社ニッセンは割当交付された当該全株式を当社へ譲渡しておりま

す。

⑤株式割当数の算定根拠

　単独での分社型（物的）新設分割であるため、第三者機関による算定は実施しておりません。また、株式会社ニッセ

ンの純資産額も変動しないことから、新設会社の資本金等の額を考慮し、割当株数を決定いたしました。

⑥承継会社が承継する権利義務

　新設会社は、本件分割の効力発生日に分割会社から本件事業に係る資産、負債、雇用契約、契約上の地位その他の権利

義務を承継するものとします。

⑦分割する部門の経営成績

　
分割事業部門

（平成19年12月期）

 売上高 7,282百万円 

 売上総利益 4,255百万円 

 営業損失 445百万円 

 経常損失 532百万円 

　株式会社ニッセンは平成19年６月21日設立のため、上記の分割事業部門の経営成績は平成19年12月期の下期のみの

業績です。

⑧分割する資産、負債の項目及び金額（平成20年６月20日現在）

　 資産 　 負債

 項目 帳簿価格 項目 帳簿価格 

 流動資産 3,709百万円 流動負債 3,148百万円 

 固定資産 745百万円 固定負債 75百万円 

 合計 4,455百万円 合計 3,224百万円 

 ⑨新設分割新設会社の状況

　（ア）商号

　　　　株式会社ニッセンプレミアム（英文社名：Nissen Premium Co., Ltd.）

　（イ）事業内容

　　　　現販事業（宝飾品・呉服等の店舗販売、これに附帯する仕立・貸衣装など各種アフターサービス業務）

　（ウ）本店所在地
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　　　　京都市南区吉祥院仁木ノ森町55番地

　（エ）代表者の役職・氏名

　　　　代表取締役社長　藤井　博

　（オ）資本金

　　　　50百万円

　（カ）決算期

　　　　12月20日

⑩会社分割後の分割会社の状況

　（ア）商号

　　　　株式会社ニッセン（英文社名：Nissen Co., Ltd.）

　（イ）事業内容

　　　　通販事業（カタログやインターネットによる通信販売事業）

　（ウ）本店所在地

　　　　京都市南区吉祥院這登中町18番地

　（エ）代表者の役職・氏名

　　　　代表取締役社長　佐村　信哉

　（オ）資本金

　　　　分割による資本金の増減はありません。

　（カ）決算期

　　　　12月20日

　

　なお、平成20年９月５日開催の当社取締役会において、株式会社ニッセンプレミアムが運営する催事販売事業につい

て、平成20年12月20日をもって営業を終了することを決議しております。

２．当社は、平成20年６月21日付にて株式会社ニッセンが新設分割により設立した株式会社ニッセンプレミアムの

　全株式を譲り受ける旨の株式譲渡契約を株式会社ニッセンと締結し、当社は当該全株式を取得しております。

①取得株式数　

　1,000株（１株当たり1,231,218円）

②取得金額　

　1,231百万円

③譲受日　　

　平成20年６月21日

３．当社は、平成21年３月６日開催の取締役会決議に基づき、セキサクビル管理株式会社と当社所有の四条新町ビ

  ルの建物及び土地の譲渡に関して、売買契約を同日付にて締結いたしました。　

　　なお、詳細につきましては、「第５　経理の状況　１連結財務諸表等　注記事項（重要な後発事象）」及び

　「第５経理の状況　２財務諸表等　注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。　　　　　　　　
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６【研究開発活動】

  該当事項はありません。

７【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第５［経理の状況］　１

［連結財務諸表等］　（１）連結財務諸表　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されてい

るとおりであります。 

　当社グループは、税効果会計、貸倒引当金、棚卸資産の評価、投資その他の資産の評価、偶発事象などに関して、過

去の実績や当該取引の状況に照らして、合理的と考えられる見積り及び判断を行い、その結果を資産・負債の帳

簿価額及び収益・費用の金額に反映して連結財務諸表を作成しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実

性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

(2) 経営成績の分析

　当連結会計年度の経営成績の概要は「１［業績等の概要］」に記載のとおりであります。

　なお、「３［対処すべき課題］及び　４［事業等のリスク］」をあわせてご参照ください。

　なお、文中の経営成績に関する事項については、有価証券報告書提出日（平成21年３月19日）現在において入手

可能な情報から当社グループが判断・予測したものです。

(3) 財政状態の分析

 　　当連結会計年度の資産・負債・純資産の状況は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

 平成19年12月期 平成20年12月期 増減

総資産額 72,371 69,996 △2,374

総負債額 37,184 60,071 22,886

純資産額 35,186 9,924 △25,261

自己資本比率 48.6％ 14.2％ 34.4％

１株当たり純資産額 578円23銭 195円38銭 △382円85銭

（注）発行済株式数（連結）   　平成20年12月期　50,789,631株　　 平成19年12月期　60,822,947株　　　　

　　　なお、上記発行済株式数は、自己株式数を控除しております。

　当連結会計年度末における総資産額は、現金及び預金、為替予約、繰延税金資産等の減少により、前連結会計年度末と

比較して2,374百万円減少し、69,996百万円となりました。

　総負債額は有利子負債、為替予約、事業整理損失引当金等の増加により、前連結会計年度末と比較して22,886百万円増

加し、60,071百万円となりました。

　純資産額については、当期純利益の減少、配当金支払いを原因とした利益剰余金と繰延ヘッジ損益の減少により、前

連結会計年度末と比較して25,261百万円減少し、9,924百万円となりました。
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(4) キャッシュ・フローの分析　 

　当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 平成19年12月期 平成20年12月期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,792 △6,808 △2,015

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,165 △1,950 3,214

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,373 7,353 2,980

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 △58 △29

現金及び現金同等物の増減額 △5,612 △1,463 4,149

連結子会社の減少に伴う現金及び現金同等物

の減少額
△55 146 202

現金及び現金同等物の期末残高 6,924 5,607 △1,316

　当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ1,316百万円減少し、5,607百万円とな

りました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失、為替予約等解約による支出等により6,808百万円の

支出となりました。

　一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出、子会社株式の取得による支出、貸付による

支出等により、1,950百万円の支出になりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加により14,400百万円の収入がありましたが、長期借入の返済

による支出、自己株式の取得による支出、配当金の支払額等の支出により、7,353百万円の収入になりました。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社グループでは、事業の拡大と継続的な成長、業務効率の向上及び安定的な収益の獲得を目的として総額で1,824

百万円の設備投資を実施しました。事業のセグメント別の内訳は、通販事業371百万円、金融事業９百万円、現販事業

143百万円及び本社間接部門1,300百万円であります。

　また、当連結会計年度において、当社の連結子会社である株式会社ニッセンは会社分割を実施し、現販事業に係る

設備は、承継会社である連結子会社の株式会社ニッセンプレミアムに移転いたしました。

２【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

　 平成20年12月20日現在

事業所名 所在地
事業の種類別
のセグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）

　建物
　及び
 構築物

機械装置
　及び
 運搬具

工具器具
　及び
　備品

土地
（面積千㎡）

合計

本部
京都市

 南区
本社間接 管理設備他 175 10 3

207

(1.2)
397

52

(   4)

インフォメーションセンター
京都市

 南区
本社間接

コンピュー

タセンター
371 ―　 468

201

(0.7)
1,041

8

( ― )　

本社
京都市

 南区
本社間接 管理設備他 340 ―　 3

321

(4.0)
665

5

( ― )

四条新町ビル
京都市

中京区
本社間接

不動産管理

設備他
2,182 　42 60

581

(0.9)
2,867

―　

( ― )

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．従業員数欄の（　）外書は、臨時従業員（契約社員）であります。

(2) 国内子会社

　 平成20年12月20日現在

事業所名 所在地
事業の種類別
のセグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）

　建物
　及び
 構築物

機械装置
　及び
 運搬具

工具器具
　及び
　備品

土地
（面積千㎡）

合計

株式会社ニッセン

（本社棟）

京都市

 南区
通販事業 管理設備他 ―　 ―　 1 ―　 1

10

(   5)

株式会社ニッセン

（通販棟）

京都市

 南区
通販事業 管理設備他 6 ―　 3 ―　 9

395

( 192)

株式会社ニッセン

（四条新町ビル）

京都市

中京区
通販事業 管理設備他 1 ―　 0 ―　 1

13

(  94)

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．株式会社ニッセンの設備は全て提出会社から賃借しているものであります。

　　　　３．従業員数欄の（　）外書は、臨時従業員（パートタイマー、契約社員）の合計数であります。

(3) 在外子会社

　在外子会社については、主要な設備はありません。
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３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

　当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、拡充の計画は以下のとおりであります。

会社名 事業所名 所在地

事業の種類

別セグメン

トの名称

設備の内容

投資予定金額

（百万円）
資金

調達方法

着手及び完了予定

総額 既支払額 着手 完了予定

株式会社

ニッセン　

インフォメーション

センター

京都市

南区　

通販事業

　

通販基幹システム関連機

器並びにソフトウェア
3,000 311

自己資金

及び

借入金　

平成19年1月　 平成23年1月　

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 重要な設備の除却等

　　当社は、平成21年３月６日開催の取締役会決議に基づき、セキサクビル管理株式会社と当社所有の四条新町ビ

　ルの建物及び土地の譲渡に関して、売買契約を同日付にて締結いたしました。　

　　なお、詳細につきましては、「第５　経理の状況　１連結財務諸表等　注記事項（重要な後発事象）」及び

　「第５経理の状況　２財務諸表等　注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。　　　　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 140,000,000

計 140,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年12月20日）

提出日現在発行数
（株）

（平成21年３月19日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 63,416,332 63,416,332

東京証券取引所

（市場第一部）

大阪証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は100

株であります。

計 63,416,332 63,416,332 ― ―

（注）　「提出日現在発行数」の欄には、平成21年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使

　により発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び当社定款第６条に基づく新株予約権の状況は次のとおりであります。

① 平成15年３月18日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年12月20日）
提出日の前月末現在
（平成21年２月28日）

新株予約権の数（個） 4,669 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数
（個）

─── ───

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。
同左

新株予約権の目的となる株式の数

（株）
466,900 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,090 同左

新株予約権の行使期間
自　平成17年４月１日

至　平成25年３月15日
同左

新株予約権の行使により株式を発行す

る場合の株式の発行価格及び資本組入

額（円）

発行価格　　 　　　 　　1,090

資本組入額　　　　　 　 　545
同左

新株予約権の行使の条件 新株予約権者は、新株予約権の行

使時において、当社または当社の関

係会社の取締役、監査役または従業

員であることを要する。ただし、当社

または当社の関係会社の取締役もし

くは監査役が任期満了により退任し

た場合もしくは従業員が定年により

退職した場合には、この限りではな

い。

新株予約権者の相続人は新株予約

権を行使できる。

その他の新株予約権の行使の条件

は、取締役会決議により決定する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権の譲渡については、取締

役会の承認を要するものとする。
同左

代用払込みに関する事項 ─── ───

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項
─── ───

（注）当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移

　　　転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。
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② 平成16年３月18日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年12月20日）
提出日の前月末現在
（平成21年２月28日）

新株予約権の数（個） 8,145 8,125

新株予約権のうち自己新株予約権の数
（個）

─── ───

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。
同左

新株予約権の目的となる株式の数

（株）
814,500 812,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,205 同左

新株予約権の行使期間
自　平成18年４月１日

至　平成21年３月15日
同左

新株予約権の行使により株式を発行す

る場合の株式の発行価格及び資本組入

額（円）

発行価格　　　 　　　 　2,205

資本組入額　　 　　　 　1,103
同左

新株予約権の行使の条件 新株予約権者は、新株予約権の行

使時において、当社または当社の関

係会社の取締役、監査役もしくは従

業員または当社の顧問の地位を保有

していることを要する。ただし、当社

または当社の関係会社の取締役もし

くは監査役が任期満了により退任し

た場合もしくは従業員が定年により

退職した場合には、この限りではな

い。

新株予約権者の相続人は新株予約

権を行使できる。

その他の新株予約権の行使の条件

は、取締役会決議により決定する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権の譲渡については、取締

役会の承認を要するものとする。
同左

代用払込みに関する事項 ─── ───

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項
─── ───

（注）当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移

  　　転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。
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③ 平成17年３月16日定時株主総会決議（中期経営計画に連動するもの）

 
事業年度末現在

（平成20年12月20日）
提出日の前月末現在
（平成21年２月28日）

新株予約権の数（個） 10,800 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数
（個）

─── ───

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。
同左

新株予約権の目的となる株式の数

（株）
1,080,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,534 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日

至　平成22年３月15日
同左

新株予約権の行使により株式を発行す

る場合の株式の発行価格及び資本組入

額（円）

発行価格　　　　 　　　 1,534

資本組入額　　　 　　　 　767
同左

新株予約権の行使の条件 新株予約権者は、当社第39期また

はそれ以前の決算期における確定し

た連結損益計算書において、経常利

益が160億円以上となった場合に限

り、かかる確定日以降、新株予約権を

行使できる。

　新株予約権者は、新株予約権の行使

時において、当社の取締役もしくは

執行役員または当社取締役会で決定

する重要な子会社等の代表取締役

（以下「当社取締役等」とする）で

あり、かつ、新株予約権発行後、継続

して当社取締役等の地位にあること

を要する。

　新株予約権者が任期満了により当

社取締役等の地位を退任した場合

は、当該退任した当社取締役等たる

新株予約権者は、当社取締役の地位

にあった期間に応じてあらかじめ取

締役会が定める基準により決定する

新株予約権の個数を上限として、当

該取締役等の退任時に取締役会が承

認する個数の新株予約権を、退任後

も行使できる。

　新株予約権者の相続人は新株予約

権を行使できる。

　その他の新株予約権の行使の条件

は、取締役会決議により決定する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権の譲渡については、取締

役会の承認を要するものとする。
同左

代用払込みに関する事項 ─── ───

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項
─── ───

（注）１　当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株

　　　　　式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。
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 ２　新株予約権者が権利行使についての条件に定める行使の条件を充たさなくなったときは、当社は新株予約権

　　 を無償で消却することができる。

④ 平成17年３月16日定時株主総会決議（当社従業員等に対するもの）

 
事業年度末現在

（平成20年12月20日）
提出日の前月末現在
（平成21年２月28日）

新株予約権の数（個） 2,310 2,295

新株予約権のうち自己新株予約権の数
（個）

─── ───

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。
同左

新株予約権の目的となる株式の数

（株）
231,000 229,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,534 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年４月１日

至　平成22年３月15日
同左

新株予約権の行使により株式を発行す

る場合の株式の発行価格及び資本組入

額（円）

発行価格　　　　    　　1,534

資本組入額　　　    　　  767
同左

新株予約権の行使の条件 新株予約権者は、新株予約権の行

使時において、当社の従業員または

当社の関係会社の取締役もしくは従

業員であることを要する。ただし、当

社もしくは当社の関係会社の従業員

が定年により退職した場合または当

社の関係会社の取締役が任期満了に

より退任した場合には、この限りで

はない。

新株予約権者の相続人は新株予約

権を行使できる。

その他の新株予約権の行使の条件

は、取締役会決議により決定する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権の譲渡については、取締

役会の承認を要するものとする。
同左

代用払込みに関する事項 ─── ───

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項
─── ───

（注）１　当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株

　　　　　式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

 ２　新株予約権者が権利行使についての条件に定める行使の条件を充たさなくなったときは、当社は新株予約権

　　 を無償で消却することができる。
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⑤ 平成18年３月15日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成20年12月20日）
提出日の前月末現在
（平成21年２月28日）

新株予約権の数（個） 2,145 2,130

新株予約権のうち自己新株予約権の数
（個）

─── ───

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は100株であります。
同左

新株予約権の目的となる株式の数

（株）
214,500 213,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,924 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日

至　平成22年３月15日
同左

新株予約権の行使により株式を発行す

る場合の株式の発行価格及び資本組入

額（円）

発行価格　　　　    　　1,924

資本組入額　　　 　　　 　962
同左

新株予約権の行使の条件 新株予約権者は、当社第39期また

はそれ以前の決算期における確定し

た連結損益計算書において、経常利

益が160億円以上となった場合に限

り、かかる確定日以降、新株予約権を

行使できる。

新株予約権者は、新株予約権の行

使時において、当社の従業員もしく

は取締役または当社の関係会社の取

締役もしくは従業員であることを要

する。ただし、当社もしくは当社の関

係会社の従業員が定年により退職し

た場合または当社もしくは当社の関

係会社の取締役が任期満了により退

任した場合には、この限りではない。

新株予約権者の相続人は新株予約

権を行使できる。 

その他の新株予約権の行使の条件

は、取締役会決議により決定する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 　新株予約権の譲渡については、取締

役会の承認を要するものとする。
同左

代用払込みに関する事項 ─── ───

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項
─── ───

（注）１　当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株

　　　　　式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

 ２　新株予約権者が権利行使についての条件に定める行使の条件を充たさなくなったときは、当社は新株予約権

　 　を無償で消却することができる。
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（３）【ライツプランの内容】

    該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成16年８月21日 

（注）１
─ 54,306,332 　─ 7,665 62 7,707

平成19年２月20日 

（注）２
9,110,000 63,416,332 　3,552 11,218 3,552 11,260

　（注）１　上記の増加は、株式会社ニッセン紫紘苑の合併によるものです。　

２　有償第三者割当

発行価格　　　780円

資本組入額　　390円

主な割当先　合同会社ＴＨＮ、THN Cayman, Inc. の２社。

（５）【所有者別状況】

　 平成20年12月20日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ─　 35 26 205 92 9 12,071 12,438 ─

所有株式数

（単元）
─　 121,155 1,958 144,316 80,342 37 285,768 633,576 58,732

所有株式数の

割合（％）
─　 19.12 0.31 22.78 12.68 0.01 45.10 100.00 ─

　（注）１　自己株式12,626,801株は「個人その他」に126,268単元及び「単元未満株式の状況」に１株を含めて記載してお

ります。

なお、自己株式12,626,801株は株主名簿記載上の株式数であり、平成20年12月20日現在の実保有高は

12,626,701株であります。

２　「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が58単元含まれております。
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（６）【大株主の状況】

　 平成20年12月20日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

合同会社ＴＨＮ

（常任代理人　株式会社ストラテジック

・シナリオ）

東京都千代田区永田町二丁目11番１

山王パークタワー12階

（東京都港区赤坂５－２－39円通寺ガデリウスビル１Ｆ）

5,560 8.77

ティーエイチエヌケイマンインク

（常任代理人　株式会社ストラテジック

・シナリオ）

POBOX 309 GT,UGLAND HOUSE,SOUTH CHURCH STREET,

GEORGE TOWN,GRAND CAYMAN,CAYMAN ISLANDS

（東京都港区赤坂５－２－39円通寺ガデリウスビル１Ｆ）

3,550 5.60

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 2,059 3.25

株式会社ベルーナ 埼玉県上尾市宮本町４－２ 1,864 2.94

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口4Ｇ）
東京都中央区晴海１丁目８－11 1,784 2.81

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２－１ 1,630 2.57

日本ユニシス株式会社 東京都江東区豊洲１丁目１－１ 1,501 2.37

川島　哲男 京都市左京区 1,303 2.05

株式会社京都銀行　常任代理人　資産管

理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８番12号晴海アイランドトリトン

スクエアオフィスタワーZ棟
1,214 1.92

ニッセン共栄会 京都市南区吉祥院西ノ茶屋町79 1,184 1.87

計 ― 21,651 34.14

　（注）１　上記のほか当社所有の自己株式12,626千株（19.91％）があります。これらの自己株式は、会社法第308条第２項

の規定により議決権を有しておりません。

２　所有株式数は、1,000株未満を切り捨てて表示しております。

３　上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　　　1,597千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ）　1,784千株

４　前事業年度末現在主要株主でなかった合同会社ＴＨＮは、当事業年度末では主要株主となっております。

５　前事業年度末現在主要株主ではなかったスパークス・アセット・マネジメント株式会社は、当事業年度中

に主要株主となりましたが、当事業年度末では主要株主でなくなっております。この異動に際し、平成20年

11月６日付で臨時報告書を提出しております。

６　ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーから、平成20年３月21日付で提出された大量保

有報告書(変更報告書）の写しの送付があり、平成20年３月14日現在で以下のとおり株式を保有している旨

の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんの

で、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

ブランデス・インベストメ

ント・パートナーズ・エル

・ピー

11988 E1 Camino Real, Suite 500, 

San Diego, CA 92191, U.S.A.
2,417 3.81
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年12月20日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ─ ─ ─

議決権制限株式（自己株式等） ─ ─ ─

議決権制限株式（その他） ─ ─ ─

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　12,626,700
─

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式であり、単

元株式数は100株であ

ります。

完全議決権株式（その他） 普通株式　50,730,900 507,309　 同上

単元未満株式 普通株式　　　58,732 ─
一単元(100株)未満の

株式

発行済株式総数 　　　　　63,416,332 ─ ─

総株主の議決権 ─ 507,309　 ─

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の株式数欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,800株（議決権58個）含まれて

おります。

②【自己株式等】

　 平成20年12月20日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社ニッセン

ホールディングス

京都市南区吉祥院

這登中町18番地
12,626,700 ― 12,626,700 19.91

計 ― 12,626,700 ― 12,626,700 19.91

　（注）　株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が100株（議決権１個）あります。

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含めております。
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（８）【ストックオプション制度の内容】

（平成15年３月18日定時株主総会決議）

　旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び当社定款第６条の規定に基づき、下表の付与対象者に対して新株予約権を

無償で付与することを、平成15年３月18日の定時株主総会において決議されたものであります。 

決議年月日 平成15年３月18日決議

付与対象者の区分及び人数（名）

当社取締役（13名）、当社監査役（３名）、当社従業員（128名）、子会社取

締役（８名）、子会社従業員（３名）、関連会社取締役（３名）、関連会社監

査役（１名）、合計159名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項
― 

（注）１　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数を切り上げる。

 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

 

 分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換

を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整

することができる。

２　当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株

式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。
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（平成16年３月18日定時株主総会決議）

　旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び当社定款第６条の規定に基づき、下表の付与対象者に対して新株予約権を

無償で付与することを、平成16年３月18日の定時株主総会において決議されたものであります。 

決議年月日 平成16年３月18日決議

付与対象者の区分及び人数（名）

当社取締役（10名）、当社監査役（３名）、当社従業員（150名）、当社顧問

（２名）、子会社取締役（８名）、子会社従業員（５名）、関連会社取締役

（３名）、関連会社監査役（１名）、合計182名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項
― 

（注）１　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数を切り上げる。

 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

 

 分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換

を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整

することができる。

２　当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株

式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

３　新株予約権者が権利行使についての条件に定める行使の条件を充たさなくなったときは、当社は新株予約権

を無償で消却することができる。
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（平成17年３月16日定時株主総会決議）

　旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び当社定款第６条の規定に基づき、下表の付与対象者に対して新株予約権を

無償で付与することを、平成17年３月16日の定時株主総会において決議されたものであります。 

① 中期経営計画に連動するもの 

決議年月日 平成17年３月16日決議

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役（９名）、当社従業員（８名）、完全子会社代表取締役（１名）、

関連会社代表取締役（１名）

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項
― 

　（注）１　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満

　の端数を切り上げる。

 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

 

 分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換

を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整

することができる。

２　当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株

式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

３　新株予約権者が権利行使についての条件に定める行使の条件を充たさなくなったときは、当社は新株予約権

を無償で消却することができる。
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 ② 当社従業員等に対するもの 

決議年月日 平成17年３月16日決議

付与対象者の区分及び人数（名）
当社従業員（137名）、完全子会社取締役（１名）、完全子会社従業員（５

名）、関連会社取締役（２名）

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項
― 

　（注）１　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数を切り上げる。

 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

 

 分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換

を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整

することができる。

２　当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株

式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

３　新株予約権者が権利行使についての条件に定める行使の条件を充たさなくなったときは、当社は新株予約権

を無償で消却することができる。
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（平成18年３月15日定時株主総会決議）

　旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び当社定款第６条の規定に基づき、下表の付与対象者に対して新株予約権を

無償で付与することを、平成18年３月15日の定時株主総会において決議されたものであります。 

決議年月日 平成18年３月15日決議

付与対象者の区分及び人数（名）
当社従業員（68名）、完全子会社代表取締役（１名）、完全子会社従業員

（４名）、関連会社取締役（２名）

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交

付に関する事項
― 

（注）１　当社が会社分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端

数を切り上げる。

 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

 

 分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を

行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整する

ことができる。

２　当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式

移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

３　新株予約権者が権利行使についての条件に定める行使の条件を充たさなくなったときは、当社は新株予約権を

無償で消却することができる。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取

得

　

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

　

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（平成20年７月４日）での決議状況

（取得期間　平成20年７月８日～平成20年８月29日）
400,000 300,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 32,500 14,533,900

残存決議株式の総数及び価額の総額 367,500 285,466,100

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 91.88 95.16

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合（％） 91.88 95.16

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（平成20年10月27日）での決議状況

（取得期間　平成20年10月28日～平成20年11月４日）
10,000,000 6,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 10,000,000 3,880,000,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― 2,120,000,000

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） ― 35.33

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合（％） ― 35.33

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 920 501,062

当期間における取得自己株式 84 35,312

 （注）当期間における取得自己株式には、平成21年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

　　 による株式数は含めておりません。

　

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
― ― ― ―
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区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

その他

（単元未満株式の売渡請求による売渡）
104 45,890 ― ―

保有自己株式数 12,626,701 ― 12,626,785 ―

 （注）１　当期間における処理自己株式には、平成21年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の売渡しによる株式は含まれておりません。

　　　　　２　当期間における保有自己株式数には、平成21年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。

３【配当政策】

　当社グループは、業績連動型の利益配分の基本方針の元、配当性向30％の長期的かつ安定的な達成を目指しておりま

す。また、自己株式取得による発行済株式総数の実質的な削減を通じた株主還元についても柔軟かつ機動的に実施し、

配当を含めた株主還元率35％の安定的な実現を目指してまいります。

  当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の

決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当期につきましては、グループ経営改革の断行によるリストラ損失発生等で大幅な赤字となりましたが、本損失が一

過性であり、安定的かつ継続的な配当を実施していく観点から、上記方針に基づき１株当たり23円の配当（うち中間

配当11円50銭）を実施することを決定いたしました。

　また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応するための既存事業の強化、将来の新規

事業分野への投資や有利子負債の削減に活用してまいります。

　当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

  なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

 平成20年７月28日

取締役会決議
699 11.50

平成21年３月18日

定時株主総会決議
584 11.50

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期

決算年月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月 平成20年12月

最高（円） 2,440 1,997 2,195 889 750

最低（円） 1,340 1,164 652 618 349

　（注）１　最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

２　月別については会計期間末日が20日でありますので、前月21日から当月20日までの株価によっております。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成20年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 529 474 490 489 480 430

最低（円） 365 393 401 398 349 365

　（注）１　最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

２　月別については会計期間末日が20日でありますので、前月21日から当月20日までの株価によっております。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表

取締役
社長 片山　利雄

昭和25年

１月６日生

昭和43年４月

昭和48年８月

昭和56年12月

昭和61年３月

平成12年２月

平成12年12月

平成19年６月

株式会社丸五百貨店入社

株式会社日本染芸（現当社）入社

取締役就任　現販事業部第２事業部長

常務取締役就任　現販事業部長

通販事業部長兼現販事業統括本部長

代表取締役社長就任（現任）

株式会社ニッセン代表取締役社長就任

 １年 87

取締役

常務

執行役員

管理

本部長

市場　信行
昭和29年

１月25日生

昭和52年４月

昭和62年３月

平成12年１月

平成12年２月

　

平成13年３月

　

平成17年12月

平成19年６月

平成19年６月

平成20年６月

当社入社

取締役就任　電算部長

取締役辞任

執行役員就任　通販事業部マーケティング本部

インターネット事業推進部長

取締役就任（現任）通販事業部マーケティング本部

インターネット事業推進部長

常務執行役員就任　コーポレートセンター長

常務執行役員就任　管理統括本部長

株式会社ニッセン取締役常務執行役員就任

常務執行役員就任　管理本部長（現任）

 １年 30

取締役

執行役員

財務

本部長

筑紫　敏矢
昭和40年

６月23日生

平成11年７月

 

 

平成17年12月

平成18年９月

平成19年６月

平成20年３月

平成20年６月

平成21年３月

ゼネラル・エレクトニック・キャピタル・コン

シューマー・ファイナンス（現ＧＥコンシューマー

・ファイナンス株式会社）入社

同社　執行役員就任

当社入社　執行役員就任　事業開発グループ長

執行役員就任　財務企画室長

取締役就任（現任）

執行役員就任　財務本部長（現任）

ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社代表取

締役会長就任（現任）

 １年 ─

取締役

非常勤
 礒川　剛志

昭和48年

２月６日生

平成11年４月

　

平成15年４月

平成16年９月

　

平成17年６月

平成17年９月

平成19年３月

平成19年12月

平成19年12月

弁護士登録（大阪弁護士会）

北浜法律事務所入所

グローバル法律事務所入所

アレン・アンド・グレッドヒル法律事務所

（シンガポール）勤務

ニューヨーク州弁護士資格取得

グローバル法律事務所復帰（現任）

当社取締役就任（現任）

株式会社ニッセン監査役就任（現任）

株式会社アイ・エム・ジェイ監査役就任（現任）

 １年 0

取締役

非常勤
 岩本　朗

昭和37年

10月15日生

昭和61年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀

行）入社

平成10年８月 A.T.カーニーKK入社

平成13年８月

　

株式会社アドバンテッジパートナーズ（現LLP）

入社（現任）

平成15年３月 株式会社星電社取締役就任

平成17年５月

　

株式会社ダイエー取締役就任

株式会社オーエムシーカード取締役就任

平成19年３月 当社取締役就任（現任） 

平成19年10月 株式会社アドバンテッジアドバイザーズ

代表取締役（現任） 

 １年 ─
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

非常勤
 駒田　敏雄

昭和12年

３月18日生

昭和34年４月

平成２年６月

平成４年６月

平成７年４月

平成８年６月

平成13年６月

平成15年６月

平成20年３月

平成20年10月

伊藤忠商事株式会社入社

同社取締役就任

同社代表取締役常務就任

同社専務取締役就任

タキロン株式会社代表取締役副社長就任

同社代表取締役会長就任

同社相談役就任

当社取締役就任（現任）

特定非営利活動法人全国社外取締役

ネットワーク理事（現任）

 １年 ─

取締役

非常勤
 佐々木　かをり

昭和34年

５月12日生

昭和62年７月

 

平成12年３月

 

平成16年10月

平成17年１月

平成17年６月

平成17年７月

平成20年３月

株式会社ユニカルインターナショナル設立

代表取締役社長（現任）

株式会社イー・ウーマン設立

代表取締役社長（現任）

内閣府「物価安定政策会議」委員（現任）

金融庁「金融審議会」委員（現任）

多摩大学経営情報学部客員教授（現任）

内閣府「国民生活審議会」委員（現任）

当社取締役就任（現任）

 １年 ─

監査役

常勤
 森　八十二

昭和22年

10月19日生

昭和49年10月

平成12年12月 

平成14年11月

平成16年11月

　

平成17年12月

平成18年３月

平成19年６月

当社入社

執行役員就任　管理部長

コーポレートセンター監理統制担当

シェアード・サービスセンター長

兼総務グループリーダー

リーガル＆コンプライアンス担当

常勤監査役就任（現任）

株式会社ニッセン常勤監査役就任（現任）

 ３年 33

監査役

非常勤
 高橋　宜治

昭和26年

４月18日生

平成８年９月

 

平成11年12月 

平成14年３月

株式会社ワイズ・ステージ設立

代表取締役（現任）

株式会社松ノ木薬品社外取締役就任

当社監査役就任（現任）

２年 21

監査役

非常勤
 

デイヴィス

・スコット

昭和35年

12月26日生

平成13年４月 

平成16年５月 

平成16年６月 

平成17年９月 

　

平成18年３月 

平成18年４月 

麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授

株式会社イトーヨーカ堂取締役就任

株式会社インテグレックス経営諮問委員（現任）

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス

社外取締役就任（現任）

当社監査役就任（現任） 

立教大学経営学部教授（現任）

３年 ─

　 　 　 　 　 計 　 174

（注）１　取締役　礒川剛志、岩本朗、駒田敏雄及び佐々木かをりは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役　高橋宜治及びデイヴィス・スコットは、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　任期は平成21年３月18日開催の第39回定時株主総会から各役員の任期満了迄の年数を表示しております。

４　所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
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５　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役２

名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株）

玉田　英一
 昭和27年

７月10日生

昭和51年４月

平成10年１月

平成12年12月

平成16年８月

平成19年６月

平成19年６月

平成20年６月

株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入社

同社六本木支店長

同社リスク統括室長

当社入社

当社財務企画室財務戦略担当

株式会社ニッセン財務グループ長

当社財務本部副本部長（現任）

─

川添　進一郎
昭和17年

３月10日生

昭和39年４月

平成７年４月

平成10年６月

平成14年６月

平成15年６月 

平成19年６月

丸紅飯田株式会社（現丸紅株式会社）入社

丸紅米国会社食料本部長

東洋精糖株式会社常務取締役管理本部副本部長

同社専務取締役管理本部長

パシフィックグレーンセンター株式会社代表取締役

株式会社バイオマスター常勤監査役

─

　

６　当社では、執行役員制度を導入しております。経営統合や業界再編など当社を取り巻く経営環境に対応するた

め、経営と執行の役割を明確化するとともに、執行のレベルアップの為に執行役員への権限委譲を進めること

で、戦略的意思決定と業務改革の迅速化による企業の活性化と経営基盤の強化を図っており、執行役員６名

（社長１名含む）のうち、取締役を兼務していない執行役員は以下の３名であります。

役名及び職名 氏　名 

執行役員ＣＳＲ推進室長 川島　哲男

執行役員管理本部人事部長 藤田　哲

執行役員経営企画室長 脇田　珠樹
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、経営の健全性と透明性を高め、中長期的な企業価値向上を実現するため、社外取締役及び執行役員制の導入、純

粋持株会社化によるグループ経営への移行など、コーポレート・ガバナンスの強化に継続的に取り組んでまいりまし

た。今後、当社グループが属する小売業で勝ち残り、当社が創業以来目指している「永遠に発展し続ける企業グループ」

であるためには、本業での成長力・収益力の改善、経営資源の選択と集中を通じた事業ポートフォリオの最適化、積極的

な戦略アライアンスの実施などの事業上のアクションプランに加えて、安定的かつ長期的な企業価値向上を支えるため

のグループ経営基盤の強化が必要不可欠であると考えております。当社は、「グループ経営の透明性・客観性の向上」、

「経営と執行の分離」、「権限委譲と責任明確化」などの実現を目指し、以下のような具体的施策を通じて、コーポレー

ト・ガバナンス改革に引き続き積極的に取り組んでまいります。

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

①　当社は監査役制度採用会社であります。

②　取締役会は７名により構成しており、その内の４名が社外取締役であります。取締役会の経営責任をより明確化

し、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を１年としております。なお、グ

ループ経営の透明化、客観性の向上のため当社取締役会における独立取締役の増員を行い、取締役会に占める独

立社外取締役を３分の１以上とし、社外取締役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、社外取締

役との間で責任限定契約を締結しております。

また、社外取締役の選任基準を下記のとおり制定しております。

(a) 社外取締役は、純粋持株会社における取締役の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験

を有すること、若しくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有するこ

とを選任基準とする。

(b) 多様なステークホルダーの視点を経営の監督に取り入れる視点から、複数名の社外取締役の選任に当たりそ

のバックグラウンドの多様性に留意する。

(c) 広範な株主利益の代弁者としての社外取締役選任の本来目的に適うように、新たな社外取締役の選任におい

ては、その独立性確保に留意する。

(d) 広範な事業領域を有する当社として、企業経営者を社外取締役として選任する場合、当該取締役の本務会社

との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件での利益相反には、取締役会での手続きに

おいて適正に対処する。

③　監査役会は３名により構成しており、その内の２名が社外監査役であります。また、監査役３名による法定監査に

加え、内部監査室による独自の内部監査を実施するとともに、会計監査人と定期的に情報及び意見交換を行い、相

互に連携を深め合理的な監査の実施に努めております。なお、社外監査役が期待される役割を十分に発揮するこ

とができるよう、社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。

また、社外監査役の選任基準を下記のとおり制定しております。

(a) 社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監

査を行うことにより、経営の健全性と透明性を確保する。

(b) 社外監査役選任の本来目的に適うように、新たな社外監査役の選任においては、その独立性確保に留意す

る。

④　企業としての社会的責任を果たしていくための、あるべき企業行動の姿として、ニッセングループの社会的責任の

方針（ＮＳＲ方針）を制定しており、グループの全従業員への説明会等を通じた浸透を図っております。

⑤　当社グループ全体における環境保全、社会貢献、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針等の重要事項の諮問

を行うとともに、取締役会等へ必要な提言を行うために、社外取締役及び社外監査役で過半数を構成するＥＳＧ

委員会を設置しております。また、当社グループの取締役及び執行役員の指名と報酬等、役員人事にかかる事項の

決定を行うために社外取締役で過半数を構成する指名・報酬委員会を設置しております。なお、透明性及び客観

性を担保するために、両委員会ともに委員長は社外委員からの互選としております。
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⑥　会社の機関・内部統制の関係を分かりやすく示す図表

⑦　内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

(a) 業務の適正を確保するための体制

　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、グループ会社を統轄する純粋持株会社としてグループ各社の適

正かつ適法な企業活動を目指しております。取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

(ⅰ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ア．文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報及びその他の情報を文書（書類、印刷物、その他の一

切の記録（マイクロフィルム、フロッピーディスク等を含む））に記録し、保存する。

イ．取締役の職務の執行に関する文書は、取締役又は監査役からの閲覧の要請があった場合には、要請を受

けた日から２日以内に本社において閲覧が可能な方法で保管しなければならない。

(ⅱ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ア．当社及び関係会社のリスク管理を体系的に定めるリスクマネジメント規程を制定し、リスクカテゴリー

毎にリスク管理担当部署を定めるとともに、当社及び関係会社のリスク管理活動を網羅的に統括する部

署としてリスクマネジメント委員会を設置する。同委員会の委員長は取締役の中から取締役会において

選任し、リスク対応担当取締役とする。

イ．リスクマネジメント委員会は、リスク対応担当部署から、定期的にリスクの状況に関する報告を受け、当

社及び関係会社のリスク管理全般に関する事項の検討・報告・決定等を行う。リスク対応担当取締役

は、リスク管理上の情報を、内部統制委員会に報告し、必要に応じて提言を行う。

ウ．リスク対応担当取締役は、期毎にリスク管理活動計画を策定し、前期のリスク管理活動の状況とともに

内部統制委員会に報告する。

エ．リスクマネジメント委員会は、リスク管理の機能状況の検証を行うとともに、新たなリスクの判明等の

状況に応じてリスク管理体制等の見直しを行う。

(ⅲ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ア．職務分掌規程・職務権限規程・稟議取扱規程及びその他の規程により、取締役会、経営戦略会議、経営会

議、役員人事委員会、グループ人材開発会議、及び各担当部門の役割を明確にし、業務の効率性を高める。

イ．執行役員制度を採用し、業務執行権限の委譲や組織のスリム化により、経営判断の一層の迅速化、公正化

をはかる。
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(ⅳ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ア．役職員が法令及び諸規定を遵守した行動をとるための行動規範を定める。

イ．コンプライアンス規程を制定するとともに、当社及び関係会社のコンプライアンスの実践状況を適正に

把握し、コンプライアンスに対する取り組みを横断的に統括するコンプライアンス委員会を設置する。

同委員会の委員長は取締役の中から取締役会において選任し、コンプライアンス担当取締役とする。

ウ．コンプライアンス担当取締役は、コンプライアンスの実践状況について、内部統制委員会に報告し、必要

に応じて提言を行う。内部監査担当部門は、コンプライアンス委員会と連携の上、コンプライアンスの状

況を監督する。

エ．法令違反行為、不正行為及び法令違反の疑義がある行為等について、当社役員及び従業員が直接情報提

供を行う手段として、当社内部に社内相談室を設置するとともに、外部専門家を窓口とする社外相談室

を設置する。社内相談室は内部監査担当部門が担当し、通報を受けた場合は、通報内容を調査するととも

に、再発防止策をとらなければならない。

オ．コンプライアンス委員会は、役職員に対してコンプライアンス教育を行う。

(ⅴ) 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ア．関係会社管理規程により、当社による関係会社管理の適正化を図ることとし、当社における関係会社管

理業務は管理統括担当部門が統括する。

イ．関係会社が一定の重要事項を行うときは、事前に管理統括担当部門長へ報告することを義務付ける。

ウ．内部監査担当部門は、関係会社の内部監査を実施する。

エ．グループ戦略に基づき株主権を行使し、適正な業務を確保する。

(ⅵ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該

使用人の取締役からの独立性に関する事項

 監査役の職務を補助すべき使用人に関する規程を定め、以下のとおり当該使用人に関する体制及び取締役

からの独立性を確保する。

ア．内部監査担当部門所属の職員は、監査役の職務を補助する。

イ．補助者の人事異動・人事考課・懲戒処分は監査役会の承認を得なければならない。

(ⅶ) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

ア．取締役は、監査役に対する報告に関する規程に従い、監査役に対して以下の事項を報告しなければなら

ない。

(イ) 経営会議で決議された事項

(ロ) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

(ハ) 毎月の経営状況として重要な事項

(ニ) 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項

(ホ) 重大な法令・定款違反

(ヘ) 内部通報制度に関する通報状況及びその内容

(ト) その他コンプライアンス上重要な事項

イ．使用人は、監査役に対する報告に関する規程に従い、監査役に対して上記のうちロ、ホ及びトの事項を認

識したときは、報告をしなければならない。

(ⅷ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

ア．当社グループは、社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある反社会的勢力との関係を遮断し、

それら勢力にはグループ一丸となり組織的に対決します。また、反社会的勢力との接触を未然に回避す

るとともに、万一、それら勢力からの不当な要求を受けた場合には、警察等関連機関とも連携し、毅然と

した態度で法的手段により対応します。

イ．当社グループにおける反社会的勢力に関する対応主幹部門を法務担当部門と定め、内部監査担当部門、

総務担当部門とともに、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部機関と連携し情報収集を行う

とともに、社内啓蒙活動に努めてまいります。

⑧　当社は、内部監査室を設置し、各中核事業会社の内部監査の検証及び指導を行う「統括機能」と持株会社自体の

「内部監査機能」を持たせるとともに、監査役との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図りながら、内部統制

機能の強化を図っております。また、各中核事業会社においても独立した監査機能を設置し、各社における内部監

査機能の充実を図っております。有価証券報告書提出日（平成21年３月19日）現在において、当社の内部監査室

は７名の専任者で構成されており、常勤監査役との連携のもと、独自の内部監査に加え、リスクの分析・評価・

ルール見直しの推進とともに、個人情報の取り扱いルールの浸透と監査を実施しております。また、監査役会、会

計監査人、内部監査室は、相互に連携を密にして、業務監査と会計監査との相互補完の強化を図り、当社及び当社

グループの監査の質的向上及び効率化に努めております。
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(2) 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名等

　当社は新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した

公認会計士の氏名及び所属する監査法人名等は以下のとおりであります。なお、新日本有限責任監査法人は、監査

法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から新日本有限責任監査法人へ名称を変更

しております。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名

指定有限責任社員　業務執行社員　寺澤　豊 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員　業務執行社員　川島　育也 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員　業務執行社員　吉田　敏宏 新日本有限責任監査法人

（注）１　継続関与年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

　　　２　当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士６名、会計士補等９名であります。 

(3) 役員報酬及び監査報酬の内容について

① 役員報酬の内容

取締役に対する報酬　　157百万円（うち社外取締役　25百万円）

監査役に対する報酬　　 49百万円（うち社外監査役　19百万円）

（注）使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。

② 監査報酬の内容

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　55百万円

それ以外の報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16百万円

（注）それ以外の報酬については、内部統制のコンサルティングに関わる報酬であります。

(4) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　当社の社外取締役４名のうち、岩本朗氏が兼務するアドバンテッジパートナーズＬＬＰは、当社が平成19年２月

に第三者割当増資を行った割当先のファンドに対してサービスを提供している会社です。また、他の社外取締役３

名並びに社外監査役２名とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(5) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づいて、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結す

ることができる旨定款に規定しており、社外取締役全員及び社外監査役全員との間で責任限定契約を締結してお

ります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が、その職務を行うにつき善意で

かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

(6) 取締役の定数

　当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

(7) 取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。

(8) 自己の株式の取得の決定機関

　当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得する

ことができる旨定款に定めております。これは自己の株式の取得を取締役会の権限にすることにより、経営環境の

変化に対応した機動的な資本政策を実施することを目的とするのものであります。

(9) 剰余金の配当等の決定機関

　当社は、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当）について、毎年６月20日を基準日として取締役

会の決議により行うことができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当（中間配当）を取締役会の権限

とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

(10) 株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす

るものであります。
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下

「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年12月21日から平成19年12月20日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成19年12月21日から平成20年12月20日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第38期事業年度（平成18年12月21日から平成19年12月20日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第

39期事業年度（平成19年12月21日から平成20年12月20日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成してお

ります。

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年12月21日から平成19年12月

20日まで）の連結財務諸表及び第38期事業年度（平成18年12月21日から平成19年12月20日まで）の財務諸表につい

ては新日本監査法人により監査を受け、当連結会計年度（平成19年12月21日から平成20年12月20日まで）の連結財務

諸表及び第39期事業年度（平成19年12月21日から平成20年12月20日まで）の財務諸表については新日本有限責任監

査法人により監査を受けております。

　なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本有限責任監査法人となっ

ております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
前連結会計年度

（平成19年12月20日）
当連結会計年度

（平成20年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   6,939   5,617  

２ 受取手形及び売掛金   10,955   10,770  

３ 有価証券   61   272  

４ たな卸資産   15,821   16,819  

５ 未収入金   13,602   12,637  

６ 前払費用   5,315   7,231  

７ 繰延税金資産   2,270   1,354  

８ 為替予約   1,137   －  

９ その他   568   643  

貸倒引当金   △279   △257  

流動資産合計   56,391 77.9  55,089 78.7

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物及び構築物 　 3,290   5,301   

減価償却累計額  2,035 1,254  1,999 3,302  

(2) 機械装置及び運搬具  108   133   

減価償却累計額  49 58  54 79  

(3) 工具器具及び備品  3,183   3,109   

減価償却累計額  2,330 853  2,322 787  

(4) 土地 　  1,768   1,769  

(5) 建設仮勘定   1,344   0  

有形固定資産合計   5,279 7.3  5,938 8.5

２ 無形固定資産        

(1) のれん   178   －  

(2) その他   732   1,063  

無形固定資産合計   910 1.3  1,063 1.5

３ 投資その他の資産 　       

(1) 投資有価証券 ※１ 6,788   6,822  

(2) 繰延税金資産 　  1,173   0  

(3) その他 ※１  2,347   1,669  

 貸倒引当金   △519   △586  

投資その他の資産合計   9,789 13.5  7,904 11.3

固定資産合計   15,979 22.1  14,907 21.3

資産合計   72,371 100.0  69,996 100.0
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前連結会計年度

（平成19年12月20日）
当連結会計年度

（平成20年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形及び買掛金 　  20,402   20,249  

２ 短期借入金 　  1,661   16,061  

３ 未払法人税等   －   408  

４ 未払金   8,507   6,751  

５ 為替予約   －   10,966  

６ 返品調整引当金   585   286  

７ 返品破損引当金   84   55  

８ 利息返還補償引当金   213   198  

９ 事業整理損失引当金   －   1,139  

10 その他   3,088   2,974  

流動負債合計   34,543 47.7  59,090 84.4

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金 　  2,512   851  

２ 繰延税金負債   －   53  

３ 退職給付引当金   81   －  

４ その他   47   75  

固定負債合計   2,641 3.7  980 1.4

負債合計   37,184 51.4  60,071 85.8

（純資産の部） 　       

Ⅰ 株主資本 　       

１ 資本金 　  11,218 15.5  11,218 16.0

２ 資本剰余金 　  11,240 15.5  11,240 16.1

３ 利益剰余金 　  16,510 22.8  5,517 7.9

４ 自己株式 　  △3,282 △4.5  △7,177 △10.3

株主資本合計 　  35,686 49.3  20,799 29.7

Ⅱ 評価・換算差額等 　       

１ その他有価証券評価差額
金

　  226 0.3  122 0.2

２ 繰延ヘッジ損益 　  △748 △1.0  △10,966 △15.7

３ 為替換算調整勘定 　  4 0.0  △31 △0.0

評価・換算差額等合計 　  △517 △0.7  △10,875 △15.5

Ⅲ 少数株主持分 　  16 0.0  1 0.0

純資産合計 　  35,186 48.6  9,924 14.2

負債純資産合計 　  72,371 100.0  69,996 100.0
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②【連結損益計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   152,997 100.0  155,489 100.0

Ⅱ 売上原価   69,597 45.5  71,916 46.2

売上総利益   83,399 54.5  83,573 53.8

返品調整引当金繰入額   585 0.4  274 0.2

返品調整引当金戻入額   △556 △0.4  △585 △0.4

差引売上総利益   83,370 54.5  83,884 54.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 広告宣伝費  23,783   26,103   

２ 運賃荷造費  482   521   

３ 販売促進費  8,721   8,631   

４ 貸倒引当金繰入額  450   354   

５ 給料  12,124   10,555   

６ 賞与  1,714   1,533   

７ 賃借料  1,877   1,278   

８ 減価償却費  552   634   

９ 手数料  22,310   23,705   

10 その他  6,845 78,861 51.6 7,513 80,833 52.0

営業利益   4,508 2.9  3,051 2.0

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  32   12   

２ 受取配当金  55   23   

３ 受取手数料  209   260   

４ 持分法による投資利益  －   1,206   

５ 返品破損引当金戻入額  37   28   

６ 雑収入  263 598 0.4 403 1,934 1.2

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  55   68   

２ 株式交付費償却  37   －   

３ 商品評価損  2,981   2,287   

４ 為替予約等評価損  1,424   －   

５ 為替差損  20   22   

６ 持分法による投資損失  2,365   －   

７ 利息返還補償引当金繰入
額

 30   135   

８ 雑損失  214 7,130 4.6 228 2,743 1.8

経常利益又は経常損失
(△)   △2,022 △1.3  2,242 1.4
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前連結会計年度

（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益        

１ 固定資産売却益 ※１ 0   2   

２ 投資有価証券売却益  103   0   

３ 事業譲渡益 　 －   40   

４ 未請求債務取崩益 　 205   －   

５ 持分変動利益  81 390 0.3 13 55 0.0

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産除売却損 ※２ 307   52   

２ 投資有価証券評価損 　 79   603   

３ 投資有価証券売却損  9   0   

４ 事業再構築損失 ※３ 1,205   －   

５ 為替予約等解約損 　 －   4,985   

６ 事業整理損失引当金繰入
額

　 －   1,139   

７ 事業撤退損 ※４ －   2,332   

８ その他  160 1,762 1.2 327 9,441 6.0

税金等調整前当期純損
失

  3,395 △2.2  7,143 △4.6

法人税、住民税及び事業
税

 931   387   

過年度法人税等  －   87   

法人税等調整額  △1,159 △228 △0.1 1,750 2,225 1.4

少数株主損失   22 0.0  14 0.0

当期純損失   3,144 △2.1  9,353 △6.0
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度　(自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日)

 

株主資本

資本金

（百万円）

資本剰余金

（百万円）

利益剰余金

（百万円）

自己株式

（百万円）

株主資本合計

（百万円）

平成18年12月20日　残高 7,665 7,687 20,784 △3,290 32,846

連結会計年度中の変動額      

　新株の発行 3,552 3,552 － － 7,105

　剰余金の配当 － － △1,125 － △1,125

　当期純損失 － － △3,144 － △3,144

　自己株式の取得 － － － △1 △1

　自己株式の処分 － － △4 9 5

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 3,552 3,552 △4,274 8 2,840

平成19年12月20日　残高 11,218 11,240 16,510 △3,282 35,686

 

評価・換算差額等
少数株主

持分

（百万円）

純資産

合計

（百万円）

その他有価証

券評価差額金

（百万円）

繰延ヘッジ

損益

（百万円）

為替換算

調整勘定

（百万円）

評価・換算

差額等合計

（百万円）

平成18年12月20日　残高 448 507 △1 954 47 33,847

連結会計年度中の変動額       

　新株の発行 － － － － － 7,105

　剰余金の配当 － － － － － △1,125

　当期純損失 － － － － － △3,144

　自己株式の取得 － － － － － △1

　自己株式の処分 － － － － － 5

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)
△221 △1,255 5 △1,471 △30 △1,501

連結会計年度中の変動額合計 △221 △1,255 5 △1,471 △30 1,338

平成19年12月20日　残高 226 △748 4 △517 16 35,186

当連結会計年度　(自　平成19年12月21日　至　平成20年12月20日)

 

株主資本

資本金

（百万円）

資本剰余金

（百万円）

利益剰余金

（百万円）

自己株式

（百万円）

株主資本合計

（百万円）

平成19年12月20日　残高 11,218 11,240 16,510 △3,282 35,686

連結会計年度中の変動額      

　剰余金の配当 － － △1,490 － △1,490

　当期純損失 － － △9,353 － △9,353

　自己株式の取得 － － － △3,895 △3,895

　自己株式の処分 － － △0 0 0

連結子会社増加に伴う利益

剰余金減少高
－ － △148 － △148

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － － △10,992 △3,894 △14,887

平成20年12月20日　残高 11,218 11,240 5,517 △7,177 20,799
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評価・換算差額等
少数株主

持分

（百万円）

純資産

合計

（百万円）

その他有価証

券評価差額金

（百万円）

繰延ヘッジ

損益

（百万円）

為替換算

調整勘定

（百万円）

評価・換算

差額等合計

（百万円）

平成19年12月20日　残高 226 △748 4 △517 16 35,186

連結会計年度中の変動額       

　剰余金の配当 － － － － － △1,490

　当期純損失 － － － － － △9,353

　自己株式の取得 － － － － － △3,895

　自己株式の処分 － － － － － 0

連結子会社増加に伴う利益

剰余金減少高
－ － － － － △148

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)
△104 △10,218 △35 △10,358 △15 △10,374

連結会計年度中の変動額合計 △104 △10,218 △35 △10,358 △15 △25,261

平成20年12月20日　残高 122 △10,966 △31 △10,875 1 9,924

EDINET提出書類

株式会社ニッセンホールディングス(E03131)

有価証券報告書

 52/123



④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成18年12月21日 (自　平成19年12月21日

至　平成19年12月20日) 至　平成20年12月20日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

　１  税金等調整前当期純損失  △3,395 △7,143

　２　減価償却費  552 634

　３　のれん償却額  37 39

　４　貸倒引当金の増加額  130 44

　５  退職給付引当金の減少額  △77 △81

　６　返品調整引当金増減額  29 △320

　７　返品破損引当金減少額  △37 △28

　８　利息返還補償引当金減少額  △69 △14

　９　事業整理損失引当金増加額  － 1,139

　10　受取利息及び受取配当金  △88 △35

　11　支払利息  55 68

　12　固定資産除売却損益  307 50

　13　為替予約等評価損  1,424 －

　14　持分法による投資利益  － △1,206

　15　持分法による投資損失  2,365 －

　16　事業譲渡益  － △40

　17　未請求債務取崩益  △205 －

　18　投資有価証券評価損  79 606

  19　事業再構築損失  1,205 －

　20　投資有価証券売却損益  △93 0

　21　持分変動利益  △81 △13

　22　為替予約等解約損  － 4,985

　23　事業撤退損  － 2,332

　24　売上債権の増加額  △281 △752

　25　たな卸資産の増加額  △170 △997

　26　仕入債務の減少額  △2,365 △920

　27　その他  △2,088 △2,613

小計  △2,764 △4,266

　28　利息及び配当の受取額  86 20

　29　利息の支払額  △52 △65

　30　為替予約等解約による支出  － △2,558

　31　法人税等の還付額  － 136

　32　法人税等の支払額  △2,062 △74

営業活動によるキャッシュ・フロー  △4,792 △6,808
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前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成18年12月21日 (自　平成19年12月21日

至　平成19年12月20日) 至　平成20年12月20日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     
　１　固定資産の取得による支出  △1,629 △1,885

　２　固定資産の売却による収入  32 19

　３　投資有価証券の取得による支出  △1,301 △51

　４　投資有価証券の売却による収入  649 53

　５　貸付による支出  △445 △460

　６　貸付金の回収による収入  19 1

　７　子会社株式の取得による支出  △200 △72

　８　新規連結子会社株式の取得による収

入
※１ 188 297

　９　事業譲受による支出 ※２ △2,473 －

　10　事業譲渡による収入  － 142

　11　その他  △5 4

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,165 △1,950

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     
　１　短期借入金の増減額  － 14,400

　２　長期借入の返済による支出  △1,131 △1,661

　３　社債の償還による支出  △500 －

　４　少数株主からの払込による収入  57 －

　５　株式の発行による収入  7,105 －

　６　株式の発行による支出  △37 －

　７　自己株式の取得による支出  △1 △3,895

　８　自己株式の売却による収入  5 0

　９　配当金の支払額  △1,125 △1,490

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,373 7,353

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △28 △58

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △5,612 △1,463

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  12,592 6,924

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物

の増加額
 － 146

Ⅷ　連結子会社の減少に伴う現金及び現

金同等物の減少額　
 △55 －

Ⅸ　現金及び現金同等物の期末残高 ※３ 6,924 5,607
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　　　　　　　　　　　10社

主要な連結子会社の名称

株式会社ニッセン

スパーク・エース・リミテッド

アドバンス・プログレス・リミテッド

株式会社ナビバード 

株式会社葡萄ラボ

株式会社オリエンタルダイヤモンド

株式会社トレセンテ

株式会社ニッセンエヴァーズ大分

株式会社ニッセンシェイプファンデ

株式会社ニッセンユービスト友の会

　なお、前連結会計年度において連結子会社で

あった株式会社ＡＬＢＥＲＴは、当連結会計年度

に持分割合が減少し、持分法適用関連会社となっ

たため中間損益計算書のみを連結の対象として

おります。

　また、株式会社ニッセンについては、当社の通販

事業及び現販事業等を承継し新設分割により会

社設立したため、株式会社葡萄ラボ及び株式会社

トレセンテについては、新たに株式を取得したた

め、株式会社オリエンタルダイヤモンドについて

は、会社設立により新たに子会社となったため、

当連結会計年度より連結の範囲に含めておりま

す。　 

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　　　　　　　　　　　13社

主要な連結子会社の名称

株式会社ニッセン

スパーク・エース・リミテッド

アドバンス・プログレス・リミテッド

株式会社ナビバード 

株式会社葡萄ラボ

株式会社暮らしのデザイン

ｎインシュアランスサービス株式会社

株式会社ニッセンプレミアム

株式会社オリエンタルダイヤモンド

株式会社トレセンテ

株式会社ニッセンエヴァーズ大分

株式会社ニッセンシェイプファンデ

株式会社ニッセンユービスト友の会

　なお、前連結会計年度において非連結子会社で

あったｎインシュアランスサービス株式会社(旧

ニッセンファミックス生保・設立準備会社)につ

いては重要性が増加したため、当連結会計年度よ

り連結子会社としております。

　また、株式会社ニッセンプレミアムについては、

当社の連結子会社である株式会社ニッセンの現

販事業部門を承継し新設分割により会社設立し

たため、株式会社暮らしのデザインについては、

新たに株式を取得したため、当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。　 

(2) 主要な非連結子会社名

上海日染服飾検整有限公司

(2) 主要な非連結子会社名

上海日染服飾検整有限公司

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社６社は、いずれも小規模会社であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためで

あります。　

 

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社７社は、いずれも小規模会社であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためで

あります。　
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前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数　　　　　　　５社

会社の名称

ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社

株式会社通販物流サービス

株式会社シェアード・ウィン

株式会社ＡＬＢＥＲＴ

株式会社InfoDeliver

　なお、前連結会計年度において連結子会社であっ

た株式会社ＡＬＢＥＲＴは、当連結会計年度に持分

割合が減少したため、持分法適用関連会社としてお

ります。

　また、株式会社InfoDeliverについては、新たに株式

を取得したため、株式会社シェアード・ウィンにつ

いては、株式会社InfoDeliverとの共同出資により新

会社として設立したため、当連結会計年度より持分

法適用関連会社に含めております。

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数　　　　　　　５社

会社の名称

ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社

株式会社通販物流サービス

株式会社シェアード・ウィン

株式会社ＡＬＢＥＲＴ

株式会社InfoDeliver

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のう

ち主要な会社等の名称

上海日染服飾検整有限公司

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のう

ち主要な会社等の名称

上海日染服飾検整有限公司

（持分法を適用していない理由）

　持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持分法の適用から除外し

ております。

（持分法を適用していない理由）

同左

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、次のとおりであります。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、次のとおりであります。

連結子会社名 決算日

株式会社ニッセン 12月20日 

スパーク・エース・リミテッド 10月31日

アドバンス・プログレス・リミテッド 10月31日

株式会社ナビバード ９月20日

株式会社葡萄ラボ 12月31日

株式会社オリエンタルダイヤモンド ９月30日

株式会社トレセンテ ９月30日

株式会社ニッセンエヴァーズ大分 12月20日

株式会社ニッセンシェイプファンデ 12月20日

株式会社ニッセンユービスト友の会 12月20日

連結子会社名 決算日

株式会社ニッセン 12月20日 

スパーク・エース・リミテッド 10月31日

アドバンス・プログレス・リミテッド 10月31日

株式会社ナビバード ９月20日

株式会社葡萄ラボ 12月31日

株式会社暮らしのデザイン ３月31日

ｎインシュアランスサービス株式会社 12月20日

株式会社ニッセンプレミアム 12月20日

株式会社オリエンタルダイヤモンド ９月30日

株式会社トレセンテ ９月30日

株式会社ニッセンエヴァーズ大分 12月20日

株式会社ニッセンシェイプファンデ 12月20日

株式会社ニッセンユービスト友の会 12月20日
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前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

　連結財務諸表の作成に当たっては、株式会社葡萄ラ

ボについて、９月30日を決算日とみなした仮決算に基

づく財務諸表を使用し、スパーク・エース・リミテッ

ド、アドバンス・プログレス・リミテッド、株式会社

ナビバード、株式会社オリエンタルダイヤモンド、株

式会社トレセンテについては連結決算日の差異が

３ヶ月を超えないため、当該子会社の決算日を基礎と

して連結決算を行っております。ただし、連結決算日

との間に生じた重要な取引については連結上必要な

調整を行っております。

　連結財務諸表の作成に当たっては、株式会社葡萄ラ

ボと株式会社暮らしのデザインについて、それぞれ９

月30日を決算日とみなした仮決算に基づく財務諸表

を使用し、スパーク・エース・リミテッド、アドバン

ス・プログレス・リミテッド、株式会社ナビバード、

株式会社オリエンタルダイヤモンド、株式会社トレセ

ンテについては連結決算日の差異が３ヶ月を超えな

いため、当該子会社の決算日を基礎として連結決算を

行っております。ただし、連結決算日との間に生じた

重要な取引については連結上必要な調整を行ってお

ります。

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　　　満期保有目的の債券 

　　　　償却原価法（定額法）

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　　　満期保有目的の債券 

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

　

　　 ②　デリバティブ  

 　　　　　時価法

　

　　 ②　デリバティブ  

同左

③　たな卸資産

商品

 　　　　　　先入先出法による原価法

③　たな卸資産

商品

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

建物（附属設備を除く）

ａ．平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定額法

ｂ．平成19年４月１日以降に取得したもの

定額法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

建物（附属設備を除く）

同左

その他

ａ．平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法

ｂ．平成19年４月１日以降に取得したもの

定率法

その他

同左

　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物　　　　　　　　２～49年

機械装置及び運搬具　　　　　　５～７年

工具器具及び備品　　　　　　　２～20年

建物及び構築物　　　　　　　　２～50年

機械装置及び運搬具　　　　　　５～17年

工具器具及び備品　　　　　　　２～20年
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前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

　────── 　　　　　(追加情報)　

　当連結会計年度から、平成19年３月31日以前

に取得した有形固定資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した連結会計年度の

翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しております。こ

の結果、損益に与える影響は軽微であります。 

②　無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

②　無形固定資産

　　　　　　　同左

(3) 繰延資産の処理方法

株式交付費

　支出時に全額費用として処理しております。

(3) 　　　　　　　────── 

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性等を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　返品調整引当金

　当連結会計年度末に予想される返品による損失に

備えるため、過去の返品実績率に基づく返品損失見

込額を計上しております。

②　返品調整引当金

同左

③　返品破損引当金

　当連結会計年度末に予想される返品商品の破損又

は廃棄による損失に備えるため、過去の破損又は廃

棄の実績に基づく返品商品の損失見込額を計上し

ております。

③　返品破損引当金

同左

④　利息返還補償引当金

　将来の利息返還補償の発生に備えるため、当連結

会計年度末における返還補償見込額を計上してお

ります。

　これは、平成12年７月14日に当社がニッセン・

ジー・イー・クレジット株式会社に対してクレ

ジット・サービス部門の営業を譲渡した際の営業

譲渡契約に基づく、当社が負うべき営業譲渡債権に

対する利息返還責任に伴う補償の支払に備えるた

めのものであります。

④　利息返還補償引当金

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

⑤　退職給付引当金

　ホーム社員（女性販売員）の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職給付債務の見込

額に基づき、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。

⑤　　　　　　　────── 

⑥　　　　　　　────── ⑥　事業整理損失引当金

　関係会社での事業整理による損失に備えるため、

今後発生することとなる損失見込額を計上してお

ります。

（追加情報）

　株式会社ニッセンプレミアムの事業環境が変化し

たことに伴い、当連結会計年度において同社の催事

販売事業から撤退することを決定したため、事業整

理損失引当金を計上しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準

　外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。在外子会社等の資産及び負債は連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し換算差額は純資産の

部における少数株主持分及び為替換算調整勘定に含

めて計上しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準

同左

(6) 重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引につきまして

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

(6) 重要なリース取引の処理方法

同左

(7) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす為替予約等について

は、振当処理を採用しております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替

予約等については、振当処理の要件を充たしている

場合には振当処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約等取引

ヘッジ対象：外貨建金銭債務

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　当社で規定された管理体制に基づき、為替リスク

をヘッジする目的で先物為替予約等を行っており

ます。

③　ヘッジ方針

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計と

を比率分析する方法により行っております。

　なお、当連結会計年度末においては高い相関関係

にあり、ヘッジは有効と判断しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

 

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　連結子会社の資産及び負債の評価方法は全面時価評

価法によっております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６　のれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、その効果が発現する期間

を個別に見積り、償却期間を決定した上で均等償却し

ております。ただし、重要性が乏しいものにつきまし

ては、発生連結会計年度に一括償却しており、販売費

及び一般管理費の「その他」に含めております。

６　のれんの償却に関する事項

同左

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　手許現金、随時引き出し可能な預金、及び容易に換金

可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

 （有形固定資産の減価償却方法）

　当連結会計年度より、法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に規定

する減価償却方法により減価償却費を計上しております。

この結果、損益に与える影響は軽微であります。

 

 ──────

 （企業結合に係る会計基準等）

　当連結会計年度より「企業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第10号）を適用しております。 

 ──────

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

（連結損益計算書） 

　前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めて表示

しておりました「持分変動利益」は、特別利益の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「持分変動利益」の金額

は７百万円であります。

──────

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

　営業活動によるキャッシュ・フローの「持分変動利益」

は、前連結会計年度まで「その他」に含めて表示しており

ましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しておりま

す。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「持

分変動利益」は７百万円であります。 

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年12月20日）

当連結会計年度
（平成20年12月20日）

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

 投資有価証券（株式） 4,005百万円

投資有価証券（出資金） 30百万円

その他（社債） 1百万円

 投資有価証券（株式） 4,965百万円

その他（社債） 1百万円

２ 保証債務 ２ 保証債務

 　当社グループ従業員の金融機関からの借入に対す

る保証予約

　　　　　　　　　　　　　　　    　  61百万円

 　当社グループ従業員の金融機関からの借入に対す

る保証予約

　　　　　　　　　　　　　　　    　  47百万円

  ３ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約   ３ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約

 　当社及び連結子会社（株式会社オリエンタルダイ

ヤモンド）においては、運転資金の効率的な調達を

行うため取引金融機関12社と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結しております。

　これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
31,250百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 26,250百万円

内訳

当座貸越極度額

総額 16,250百万円

借入実行残高 －　

差引額 16,250百万円

  コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 －　

差引額 10,000百万円

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 －百万円

 　当社及び連結子会社（株式会社オリエンタルダイ

ヤモンド）においては、運転資金の効率的な調達を

行うため取引金融機関12社と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結しております。

　これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
31,250百万円

借入実行残高 19,400百万円

差引額 11,850百万円

内訳

当座貸越極度額

総額 16,250百万円

借入実行残高 4,400百万円

差引額 11,850百万円

  コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 10,000百万円

差引額 －百万円

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 －百万円
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前連結会計年度
（平成19年12月20日）

当連結会計年度
（平成20年12月20日）

  
　

　
　

　なお、当連結会計年度においては為替予約の解約

や催事販売事業からの撤退などの一過性の要因に

より、当社で締結しているコミットメント契約に

おいて、以下の財務制限条項に記載した①の要件

に抵触いたしました。

　ただし、全ての金融機関からは当該財務制限条項

への抵触を期限の利益喪失事由としない旨の承諾

を得ております。

（本契約における財務制限条項）

　① 各年度の決算期の末日における単体及び連 

結の貸借対照表における資本の部の合計を当該決

算期の直前の決算期の末日又は平成16年12月期の

末日のいずれか大きい方の75％以上に維持するこ

と。

　② 各年度の決算期における単体及び連結の損益

計算書における経常損益を２期連続で損失としな

いこと。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

※１ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※１ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

 工具器具及び備品 0百万円

計 0百万円

　 機械装置及び運搬具 1百万円

工具器具及び備品 0百万円

計 2百万円

※２ 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

※２ 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

 固定資産除却損  固定資産除却損

 建物及び構築物 65百万円 

工具器具及び備品 11百万円

ソフトウェア 222百万円

計 299百万円

 建物及び構築物 36百万円 

工具器具及び備品 5百万円

ソフトウェア 5百万円

計 47百万円

 固定資産売却損  固定資産売却損

 建物及び構築物 1百万円 

工具器具及び備品 0百万円

土地 6百万円

計 8百万円

 建物及び構築物 5百万円 

機械装置及び運搬具 0百万円

工具器具及び備品 0百万円

計 5百万円

※３ 事業再構築損失の内訳は、次のとおりであります。

（現販事業に係るもの）  　

店舗統廃合に係る費用 799百万円 

希望退職に伴う特別退職金・再

就職支援費用等 405百万円

計 1,205百万円

※３ 　　　　　　　　──────

※４ 　　　　　　　　　────── ※４ 事業撤退損の内訳は、次のとおりであります。 

（現販事業に係るもの）  　

撤退事業就業者の退職に伴う特別退

職金・再就職支援費用等 1,214百万円

事業終息に伴うコンプライアンス遵

守のための顧客対応費用等 106百万円

事業終息に伴う取引先補償費用等 140百万円

事業終息に伴う店舗閉鎖費用、資産処

分費用等 842百万円

撤退事業に関するアフターサービス

コスト 26百万円

計 2,332百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式     

普通株式 54,306,332株  9,110,000株 － 63,416,332株

合計 54,306,332株 9,110,000株 － 63,416,332株

自己株式     

普通株式　(注) 2,599,312株 1,573株 7,500株 2,593,385株

合計 2,599,312株 　1,573株 7,500株 2,593,385株

(注)１　普通株式の発行済株式総数の増加9,110,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

　　２　普通株式の自己株式の増加1,573株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　３　普通株式の自己株式の減少7,500株は、ストック・オプションの権利行使による減少であります。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  　該当事項はありません。

　

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年３月14日

定時株主総会
普通株式 517百万円 10.00円 平成18年12月20日 平成19年３月15日

平成19年７月27日

取締役会
普通株式 608百万円 10.00円 平成19年６月20日 平成19年９月10日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年３月18日

定時株主総会
普通株式 790百万円 利益剰余金 13.00円 平成19年12月20日 平成20年３月19日

当連結会計年度（自　平成19年12月21日　至　平成20年12月20日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式     

普通株式 63,416,332株 －株 　－株 63,416,332株

合計 63,416,332株 －株 　－株 63,416,332株

自己株式     

普通株式　(注) 2,593,385株 10,033,420株 104株 12,626,701株

合計 2,593,385株 10,033,420株 104株 12,626,701株

(注)１　普通株式の自己株式の増加10,033,420株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加10,032,500

株、単元未満株式の買取りによる増加920株であります。

　　２　普通株式の自己株式の減少104株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  　該当事項はありません。
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３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年３月18日

定時株主総会
普通株式 790百万円 13.00円 平成19年12月20日 平成20年３月19日

平成20年７月28日

取締役会
普通株式 699百万円 11.50円 平成20年６月20日 平成20年９月９日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成21年３月18日

定時株主総会
普通株式 584百万円 利益剰余金 11.50円 平成20年12月20日 平成21年３月19日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

※１ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

 株式の取得により新たに連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得

価額と取得による収入(純額)との関係は次のとお

りであります。

(１)株式会社オリエンタルダイヤモンド

流動資産 1,600百万円

固定負債 △1,500百万円

株式会社オリエンタルダイヤ

モンドの株式取得価額 100百万円

株式会社オリエンタルダイヤ

モンドの現金及び現金同等物 287百万円

差引：取得による収入 187百万円

 (２)株式会社葡萄ラボ

流動資産 113百万円

固定資産 9百万円

のれん 177百万円

流動負債 △272百万円

株式会社葡萄ラボの株式取得

価額 28百万円

株式会社葡萄ラボの現金及び

現金同等物 29百万円

差引：取得による収入 0百万円

※１ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

 株式の取得により新たに連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得

価額と取得による収入(純額)との関係は次のとお

りであります。

   株式会社暮らしのデザイン

流動資産 395百万円

固定資産 76百万円

のれん 168百万円

流動負債 △749百万円

固定負債 △58百万円

株式会社暮らしのデザインの

株式取得価額 △168百万円

株式会社暮らしのデザインの

現金及び現金同等物 △129百万円

差引：取得による収入 297百万円

※２ 事業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳

 当連結会計年度に株式会社オリエンタルダイヤ

モンドとその子会社である株式会社トレセンテよ

り譲り受けた資産及び負債の内訳並びに事業譲受

価額と事業譲受による支出との関係は次のとおり

であります。

流動資産 1,712百万円

固定資産 761百万円

のれん 150百万円

流動負債 △2百万円

事業譲受価額 2,621百万円

株式会社トレセンテの現金及

び現金同等物 147百万円

差引：事業譲受による支出 2,473百万円

※２ 　　　　　　　　　　──────

※３ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

※３ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

 現金及び預金勘定 6,939百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△15百万円

現金及び現金同等物 6,924百万円

 現金及び預金勘定 5,617百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△10百万円

現金及び現金同等物 5,607百万円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記

　

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引に係る注記

　①借手側

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

  

取得価額相

当額

（百万円）

 

減価償却累

計額相当額

（百万円）

 

期末残高相

当額

（百万円）

       

工具器具及び

備品
 257 161 95

ソフトウェア  34 26 7

合計  291 188 103

  

取得価額

相当額

(百万円) 

 

減価償却

累計額相

当額

(百万円)

 

減損損失

累計額相

当額

(百万円)

 

期末残高

相当額

(百万円)

         

工具器具及

び備品
 594 367 93 132

ソフト

ウェア
 134 50 39 44

合計  728 418 132 177

　なお、上記金額には転貸リース取引に係るリース物件の

取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額

相当額及び期末残高相当額が含まれておりません。

２　未経過リース料期末残高相当額 ２　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 55百万円

１年超 53百万円

計 108百万円

１年以内 105百万円

１年超 81百万円

  計 186百万円

リース資産減損勘定残高 108百万円

　なお、上記金額には、転貸リース取引に係る未経過リー

ス料期末残高相当額が含まれております。

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 82百万円

減価償却費相当額 75百万円

支払利息相当額 4百万円

支払リース料 94百万円

リース資産減損勘定の取崩額 23百万円

減価償却費相当額 86百万円

支払利息相当額 4百万円

減損損失 9百万円

　なお、上記金額には、転貸リース取引に係る支払リース

料、減価償却費相当額及び支払利息相当額が含まれてお

りません。

４　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

４　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

　　　　　　　────── ②貸手側

        未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1百万円

１年超 0百万円

計 1百万円

     　　上記金額は全て転貸リース料に係る貸手側の未経　

過リース料期末残高相当額であります。　　

　　　   なお、当該転貸リース取引は同一の条件で第三者に

リースしており、同額の残高が上記借手側の未経過

リース料期末残高相当額に含まれております。

　　

（減損損失について）　

　リース資産に分配された減損損失はないため、項目等

の記載は省略しております。

 　　　　　　　──────
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（有価証券関係）

前連結会計年度

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

　 種類
連結貸借対照表計上

額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの
国債・地方債等 311 313 2

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの
国債・地方債等 272 272 △0

合計 584 585 1

２　その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度

（平成19年12月20日）

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

(1) 株式 446 857 411

(2) その他 － － －

小計 446 857 411

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

(1) 株式 1,089 1,007 △82

(2) その他 － － －

小計 1,089 1,007 △82

合計 1,535 1,864 329

（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において、その他有価証券で

　　　時価のあるものについて50百万円減損処理を行っております。減損処理にあたっては、連結会計年度末日におけ

　　　る時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合に減損処理を行うこととしております。 

　

 　　　　 ３　前連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

602 103 9

４　時価評価されていない有価証券

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1) 非上場株式 395

(2) 社債 1

合計 396

（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価評価されていないものについて28百万円減損処理を行ってお

　　　ります。なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末日における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合

　　　に減損処理を行うこととしております。　　

　

５　満期保有目的の債券の今後の償還予定額

区分 １年以内（百万円） １年超５年以内（百万円）

　　　債券（国債） 61 523

当連結会計年度
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１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

　 種類
連結貸借対照表計上

額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの
国債・地方債等 522 526 4

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの
国債・地方債等 ― ― ―　

合計 522　 526 4

２　その他有価証券で時価のあるもの

区分

当連結会計年度

（平成20年12月20日）

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

(1) 株式 340 553 213

(2) その他 ― ― ―

小計 340 553 213

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

(1) 株式 637 605 △31

(2) その他 39 35 △4

小計 677 640 △36

合計 1,017 1,194 176

（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において、その他有価証券で

　　　時価のあるものについて574百万円減損処理を行っております。減損処理にあたっては、連結会計年度末日におけ

　　　る時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合に減損処理を行うこととしております。 

　

 　　　　 ３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

0 0 0

４　時価評価されていない有価証券

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1) 非上場株式 412

(2) 社債 1

合計 413

（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価評価されていないものについて28百万円減損処理を行ってお

　　　ります。なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末日における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合

　　　に減損処理を行うこととしております。　　

　

５　満期保有目的の債券の今後の償還予定額

区分 １年以内（百万円） １年超５年以内（百万円）

　　　債券（国債） 272 250
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（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
　　至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
　　至　平成20年12月20日）

  当社グループは、輸入取引に係る為替変動のリスクに備

えるため為替予約取引、通貨オプション取引を利用してお

ります。

　なお、当社グループはデリバティブ取引を利用してヘッ

ジ会計を行っており、ヘッジ会計の方法、ヘッジ手段と

ヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘッジ有効性評価の方法につ

いては「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項　４　会計処理基準に関する事項（7）重要なヘッジ会計

の方法」に記載しております。

  これらの管理は、当社グループの財務担当部門にて行っ

ておりますが、社内規程を遵守し、社内規程上、財務担当部

門長に委嘱された権限を超える取引を行う場合は、必ず事

前に取締役会の承認を得るとともに、取締役会にて事後的

に契約残高等を報告してリスク管理をしております。ま

た、内部監査室の社内監査を随時実施しております。

  為替予約取引、通貨オプション取引とも当社グループの

デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内

の金融機関であるため、相手先の契約不履行による信用リ

スクは、ほとんどないと判断しております。また、当社グ

ループのデリバティブ取引は、外国為替相場及び市場金利

の変動による市場リスクを有しております。

  当社グループは、輸入取引に係る為替変動のリスクに備

えるため為替予約取引、通貨オプション取引を利用してお

ります。

　なお、当社グループはデリバティブ取引を利用してヘッ

ジ会計を行っており、ヘッジ会計の方法、ヘッジ手段と

ヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘッジ有効性評価の方法につ

いては「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項　４　会計処理基準に関する事項（7）重要なヘッジ会計

の方法」に記載しております。

　当社グループの為替予約取引及び通貨オプション取引

は、外貨建輸入取引金額の実需の範囲内で行っており、投

機的なデリバティブ取引は行っておりません。

  これらの管理は、当社グループの財務本部にて行ってお

りますが、社内規程を遵守し、社内規程上、財務本部長に委

嘱された権限を超える取引を行う場合は、必ず事前に取締

役会の承認を得るとともに、取締役会にて事後的に契約残

高等を報告してリスク管理をしております。また、内部監

査室の社内監査を随時実施しております。

  為替予約取引、通貨オプション取引とも当社グループの

デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い金融

機関であるため、相手先の契約不履行による信用リスク

は、ほとんどないと判断しております。また、当社グループ

のデリバティブ取引は、外国為替相場及び市場金利の変動

による市場リスクを有しております。

２　取引の時価等に関する事項

区分 種類

前連結会計年度末 
 （平成19年12月20日） 

契約額等

（百万円) 

契約額等の

うち１年超

（百万円）

 時価 

 (百万円) 
評価損益

 (百万円) 

　 為替予約取引     

　  　買建     

　  　　米ドル 15,861 10,645 17,421 1,559

市場取引以外

の取引　　　　
通貨オプション取引     

 　売建     

　

　

　

　

　

 　　プット     

 　　　米ドル 7,510 3,894 424 424

 　買建     

 　　コール     

 　　　米ドル 7,510 3,894 443 443

合計 ― ― 18,288 2,426

（注）時価の算定方法

　　　　為替予約取引・・・先物為替相場によっております。

　　　　通貨オプション取引・・・取引先金融機関から提示された価格によっております。

　当連結会計年度末（平成20年12月20日） 

　期末残高がないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前連結会計年度

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社の従業員（ホーム社員を除く）については確定拠出型年金制度を採用しております。

また、当社及び国内連結子会社は、ホーム社員（女性販売員）に対し確定給付型の制度として、退職一時金制

度を設けており、退職給付債務の算定にあたっては簡便法を適用しております。

２　退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成19年12月20日）

(1) 退職給付債務（百万円） 81

(2) 退職給付引当金（百万円） 81

３　退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

(1) 確定拠出型年金制度に係る拠出額（百万円） 168

(2) 勤務費用（百万円） 23

(3) 退職給付費用（百万円） 191

（注）簡便法を採用しているホーム社員（女性販売員）の退職給付費用は「(2）勤務費用」に計上しております。

当連結会計年度

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社の従業員（ホーム社員を除く）については確定拠出型年金制度を採用しております。

また、当社及び国内連結子会社のホーム社員（女性販売員）に対し確定給付型の制度として、退職一時金制

度を設けておりましたが、株式会社ニッセンプレミアムの事業環境が変化したことに伴い、当連結会計年度

において同社の催事販売事業から撤退することを決定したため、退職一時金制度を廃止しております。

２　退職給付債務に関する事項

　  該当事項はありません。

３  退職給付費用の内訳

 
当連結会計年度

（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

(1) 確定拠出型年金制度に係る拠出額（百万円） 157

(2) 勤務費用（百万円） 19

(3) 退職給付費用（百万円） 176
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

１　ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

 　　　　 該当事項はありません。

　

２　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 会社名 提出会社 提出会社 提出会社

 
平成14年３月15日決議
ストック・オプション

平成15年３月18日決議
ストック・オプション

平成16年３月18日決議
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

代表取締役　　     　１名

常務取締役　　　     ２名

取締役　　　　     　８名

執行役員　　　     　５名

当社取締役  　     　13名

当社監査役　　     　３名

当社従業員　　      128名

子会社取締役　　     ８名

子会社従業員　　     ３名

関連会社取締役　     ３名

関連会社監査役　     １名

当社取締役　　     　10名

当社監査役　　　     ３名

当社従業員 　　     150名

当社顧問　　     　　２名

子会社取締役　　     ８名

子会社従業員　　     ５名

関連会社取締役　     ３名

関連会社監査役　     １名

ストック・オプションの付

与数（注）
普通株式　　 　350,000株 普通株式　　　1,089,000株 普通株式　　　1,121,000株

付与日 平成14年４月18日 平成15年４月15日 平成16年４月８日

権利確定条件

　被付与者は、新株予約権の

行使時において、当社または

当社の関係会社の取締役、監

査役、執行役員（当社の取締

役会によって選任され、業務

執行の全部または一部を行

う者を含む。）または従業員

であることを要する。ただ

し、当社または当社の関係会

社の取締役、監査役、執行役

員等が任期満了により退任

した場合及び当社または当

社の関係会社の従業員を定

年により退職した場合は、退

任または退職後であっても

新株予約権を行使できる。

　新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社ま

たは当社の関係会社の取締

役、監査役または従業員であ

ることを要する。ただし、当

社または当社の関係会社の

取締役もしくは監査役が任

期満了により退任した場合

もしくは従業員が定年によ

り退職した場合には、この限

りではない。

　新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社ま

たは当社の関係会社の取締

役、監査役もしくは従業員ま

たは当社の顧問の地位を保

有していることを要する。た

だし、当社または当社の関係

会社の取締役もしくは監査

役が任期満了により退任し

た場合もしくは従業員が定

年により退職した場合には、

この限りではない。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

権利行使期間
自　平成16年４月１日

 至　平成19年３月30日 

自　平成17年４月１日

 至　平成25年３月15日 

自　平成18年４月１日

 至　平成21年３月15日 
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 会社名 提出会社 提出会社 提出会社

 
平成17年３月16日決議
ストック・オプション

 (中期経営計画に連動するもの)

平成17年３月16日決議
ストック・オプション
 (当社従業員等に対するもの)

平成18年３月15日決議
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　     ９名

当社従業員　　　     ８名

完全子会社代表取締役 １名

関連会社代表取締役　 １名

当社従業員  　　　　137名

完全子会社取締役　　 １名

完全子会社従業員　　 ５名

関連会社取締役　　　 ２名

当社従業員　　　     68名

完全子会社代表取締役 １名

完全子会社従業員　　 ４名

関連会社取締役　　   ２名

ストック・オプションの付

与数（注）
普通株式　 　 1,380,000株 普通株式　　　  424,000株 普通株式　  　　366,000株

付与日 平成17年４月７日 平成17年４月７日 平成18年４月10日

権利確定条件

　新株予約権者は、当社第39
期またはそれ以前の決算期

における確定した連結損益

計算書において、経常利益

が160億円以上となった場
合に限り、かかる確定日以

降、新株予約権を行使でき

る。

　新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社

の取締役もしくは執行役員

または当社取締役会で決定

する重要な子会社等の代表

取締役（以下「当社取締役

等」とする）であり、かつ、

新株予約権発行後、継続し

て当社取締役等の地位にあ

ることを要する。

　新株予約権者が任期満了

により当社取締役等の地位

を退任した場合は、当該退

任した当社取締役等たる新

株予約権者は、当社取締役

の地位にあった期間に応じ

てあらかじめ取締役会が定

める基準により決定する新

株予約権の個数を上限とし

て、当該取締役等の退任時

に取締役会が承認する個数

の新株予約権を、退任後も

行使できる。

　新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社の

従業員または当社の関係会

社の取締役もしくは従業員

であることを要する。ただ

し、当社もしくは当社の関係

会社の従業員が定年により

退職した場合または当社の

関係会社の取締役が任期満

了により退任した場合には、

この限りではない。

　新株予約権者は、当社第39
期またはそれ以前の決算期

における確定した連結損益

計算書において、経常利益が

160億円以上となった場合に
限り、かかる確定日以降、新

株予約権を行使できる。

　新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社の

従業員もしくは取締役また

は当社の関係会社の取締役

もしくは従業員であること

を要する。ただし、当社もし

くは当社の関係会社の従業

員が定年により退職した場

合または当社もしくは当社

の関係会社の取締役が任期

満了により退任した場合に

は、この限りではない。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

権利行使期間
自　平成20年４月１日

 至　平成22年３月15日 

自　平成19年４月１日

 至　平成22年３月15日 

自　平成20年４月１日

 至　平成22年３月15日 
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 会社名 株式会社ナビバード

 
平成19年１月10日決議
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

取締役　　　    　　　　　　　　     ２名

従業員　　　     　　　　　　　　　　４名

社外協力者　　　　　　　　　　　　　 １名

ストック・オプションの付与数（注） 普通株式　 　 　　　　　　　　　　2,000株

付与日 平成19年１月20日

権利確定条件

　本新株予約権者は、新株予約権の行使時において、

当社の取締役または従業員あるいは社外協力者で

あることを要する。ただし、従業員が定年により退

職した場合または当社の取締役が任期満了により

退任した場合にはこの限りではない。本新株予約権

者の相続人は新株予約権を行使できる。その他の本

新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決

定する。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間
自　平成22年１月１日

 至　平成28年11月30日 

 （注）株式数に換算して記載しております。

　

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 会社名 提出会社 提出会社 提出会社

 
平成14年３月15日決議
ストック・オプション

平成15年３月18日決議
ストック・オプション

平成16年３月18日決議
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 12,500 551,400 1,025,500

権利確定 － － －

権利行使 7,500 － －

失効 5,000 51,000 111,000

未行使残 － 500,400 914,500
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 会社名 提出会社 提出会社 提出会社

 
平成17年３月16日決議
ストック・オプション

 (中期経営計画に連動するもの)

平成17年３月16日決議
ストック・オプション
 (当社従業員等に対するもの)

平成18年３月15日決議
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 1,260,000 393,500 339,000

付与 － － －

失効 60,000 18,500 39,000

権利確定 － － －

未確定残 1,200,000 375,000 300,000

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

権利確定 － 375,000 －

権利行使 － － －

失効 － 53,500 －

未行使残 － 321,500 －

　

 会社名 株式会社ナビバード

 
平成19年１月10日決議
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

付与 2,000

失効 －

権利確定 －

未確定残 2,000

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －
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②　単価情報

 会社名 提出会社 提出会社 提出会社

 
平成14年３月15日決議
ストック・オプション

平成15年３月18日決議
ストック・オプション

平成16年３月18日決議
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 684 1,090 2,205

行使時平均株価　　　　　（円） 860 － －

公正な評価単価（付与日）（円）

（注）１
－ － －

　

 会社名 提出会社 提出会社 提出会社

 
平成17年３月16日決議
ストック・オプション

 (中期経営計画に連動するもの)

平成17年３月16日決議
ストック・オプション
 (当社従業員等に対するもの)

平成18年３月15日決議
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 1,534 1,534 1,924

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円）

（注）１
－ － －

　

 会社名 株式会社ナビバード

 
平成19年１月10日決議
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 25,000

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円）

（注）２
－

（注）１　会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。

　　　２　付与時における単位当たりの本源的価値がゼロであるため、記載しておりません。

　

３　ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度において付与された連結子会社の株式会社ナビバードのストック・オプションの単価は、未公

開企業であるため、単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。また、単位当たりの本源的価

値を算定する基礎となる株式会社ナビバードの株式価値は、純資産法に基づいて算出しております。

　なお、当連結会計年度において当該連結子会社が付与したストック・オプションの本源的価値はゼロでありま

す。

当連結会計年度（自　平成19年12月21日　至　平成20年12月20日）

１　ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

 　　　　 該当事項はありません。

　

２　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容
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 会社名 提出会社 提出会社 提出会社

 
平成15年３月18日決議
ストック・オプション

平成16年３月18日決議
ストック・オプション

平成17年３月16日決議
ストック・オプション

 (中期経営計画に連動するもの)

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  　     　13名

当社監査役　　     　３名

当社従業員　　      128名

子会社取締役　　     ８名

子会社従業員　　     ３名

関連会社取締役　     ３名

関連会社監査役　     １名

当社取締役　　     　10名

当社監査役　　　     ３名

当社従業員 　　     150名

当社顧問　　     　　２名

子会社取締役　　     ８名

子会社従業員　　     ５名

関連会社取締役　     ３名

関連会社監査役　     １名

当社取締役　　　     ９名

当社従業員　　　     ８名

完全子会社代表取締役 １名

関連会社代表取締役　 １名

ストック・オプションの付

与数（注）
普通株式　　　1,089,000株 普通株式　　　1,121,000株 普通株式　 　 1,380,000株

付与日 平成15年４月15日 平成16年４月８日 平成17年４月７日

権利確定条件

　新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社ま

たは当社の関係会社の取締

役、監査役または従業員であ

ることを要する。ただし、当

社または当社の関係会社の

取締役もしくは監査役が任

期満了により退任した場合

もしくは従業員が定年によ

り退職した場合には、この限

りではない。

　新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社ま

たは当社の関係会社の取締

役、監査役もしくは従業員ま

たは当社の顧問の地位を保

有していることを要する。た

だし、当社または当社の関係

会社の取締役もしくは監査

役が任期満了により退任し

た場合もしくは従業員が定

年により退職した場合には、

この限りではない。

　新株予約権者は、当社第39
期またはそれ以前の決算期

における確定した連結損益

計算書において、経常利益

が160億円以上となった場
合に限り、かかる確定日以

降、新株予約権を行使でき

る。

　新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社

の取締役もしくは執行役員

または当社取締役会で決定

する重要な子会社等の代表

取締役（以下「当社取締役

等」とする）であり、かつ、

新株予約権発行後、継続し

て当社取締役等の地位にあ

ることを要する。

　新株予約権者が任期満了

により当社取締役等の地位

を退任した場合は、当該退

任した当社取締役等たる新

株予約権者は、当社取締役

の地位にあった期間に応じ

てあらかじめ取締役会が定

める基準により決定する新

株予約権の個数を上限とし

て、当該取締役等の退任時

に取締役会が承認する個数

の新株予約権を、退任後も

行使できる。
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 会社名 提出会社 提出会社 提出会社

 
平成15年３月18日決議
ストック・オプション

平成16年３月18日決議
ストック・オプション

平成17年３月16日決議
ストック・オプション

 (中期経営計画に連動するもの)

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

権利行使期間
自　平成17年４月１日

 至　平成25年３月15日 

自　平成18年４月１日

 至　平成21年３月15日 

自　平成20年４月１日

 至　平成22年３月15日 

　

 会社名 提出会社 提出会社 株式会社ナビバード

 
平成17年３月16日決議
ストック・オプション
 (当社従業員等に対するもの)

平成18年３月15日決議
ストック・オプション

平成19年１月10日決議
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社従業員  　　　　137名

完全子会社取締役　　 １名

完全子会社従業員　　 ５名

関連会社取締役　　　 ２名

当社従業員　　　     68名

完全子会社代表取締役 １名

完全子会社従業員　　 ４名

関連会社取締役　　   ２名

取締役　　　　　　   ２名

従業員　　　　　　　 ４名

社外協力者　         １名

ストック・オプションの付

与数（注）
普通株式　　　  424,000株 普通株式　  　　366,000株 普通株式　        2,000株

付与日 平成17年４月７日 平成18年４月10日 平成19年１月20日

権利確定条件

　新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社の

従業員または当社の関係会

社の取締役もしくは従業員

であることを要する。ただ

し、当社もしくは当社の関係

会社の従業員が定年により

退職した場合または当社の

関係会社の取締役が任期満

了により退任した場合には、

この限りではない。

　新株予約権者は、当社第39
期またはそれ以前の決算期

における確定した連結損益

計算書において、経常利益が

160億円以上となった場合に
限り、かかる確定日以降、新

株予約権を行使できる。

　新株予約権者は、新株予約

権の行使時において、当社の

従業員もしくは取締役また

は当社の関係会社の取締役

もしくは従業員であること

を要する。ただし、当社もし

くは当社の関係会社の従業

員が定年により退職した場

合または当社もしくは当社

の関係会社の取締役が任期

満了により退任した場合に

は、この限りではない。

　本新株予約権者は、新株予

約権の行使時において、当社

の取締役または従業員ある

いは社外協力者であること

を要する。ただし、従業員が

定年により退職した場合ま

たは当社の取締役が任期満

了により退任した場合には

この限りではない。本新株予

約権者の相続人は新株予約

権を行使できる。その他の本

新株予約権の行使の条件は、

取締役会決議により決定す

る。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

対象勤務期間の定めはあり

ません。 

権利行使期間
自　平成19年４月１日

 至　平成22年３月15日 

自　平成20年４月１日

 至　平成22年３月15日 

自　平成22年１月１日

 至　平成28年11月30日 

（注）株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 会社名 提出会社 提出会社 提出会社

 
平成15年３月18日決議
ストック・オプション

平成16年３月18日決議
ストック・オプション

平成17年３月16日決議
ストック・オプション

 (中期経営計画に連動するもの)

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － 1,200,000

付与 － － －

失効 － － 120,000

権利確定 － － －

未確定残 － － 1,080,000

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 500,400 914,500 －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 33,500 100,000 －

未行使残 466,900 814,500 －

　

 会社名 提出会社 提出会社 株式会社ナビバード

 
平成17年３月16日決議
ストック・オプション
 (当社従業員等に対するもの)

平成18年３月15日決議
ストック・オプション

平成19年１月10日決議
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － 300,000 2,000

付与 － － －

失効 － 85,500 100

権利確定 － － －

未確定残 － 214,500 1,900

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 321,500 － －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 90,500 － －

未行使残 231,000 － －
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②　単価情報

 会社名 提出会社 提出会社 提出会社

 
平成15年３月18日決議
ストック・オプション

平成16年３月18日決議
ストック・オプション

平成17年３月16日決議
ストック・オプション

 (中期経営計画に連動するもの)

権利行使価格　　　　　　（円） 1,090 2,205 1,534

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円）

（注）１
－ － －

　

 会社名 提出会社 提出会社

 
平成17年３月16日決議
ストック・オプション
 (当社従業員等に対するもの)

平成18年３月15日決議
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 1,534 1,924

行使時平均株価　　　　　（円） － －

公正な評価単価（付与日）（円）

（注）１
－ －

　

 会社名 株式会社ナビバード

 
平成19年１月10日決議
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 25,000

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円）

（注）２
－

（注）１　会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。

　　　２　付与時における単位当たりの本源的価値がゼロであるため、記載しておりません。

　

３　ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　該当事項はありません。

　

４　ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　　　　　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

　　　　ております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年12月20日）

当連結会計年度
（平成20年12月20日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）   

繰越欠損金 1,687百万円

在庫評価損 675百万円

繰延ヘッジ損失 541百万円

無形固定資産償却超過 327百万円

返品調整引当金 246百万円

事業再構築損失 185百万円

投資有価証券等評価損 165百万円

貸倒引当金 158百万円

未払社会保険料否認額 99百万円 

利息返還補償引当金 89百万円

役員退職慰労引当金 82百万円

未払賞与否認額 77百万円

その他 301百万円 

繰延税金資産小計 4,638百万円

評価性引当額 △1,083百万円

繰延税金資産合計 3,554百万円

（繰延税金負債）   

未収事業税 △8百万円

その他有価証券評価差額金 △102百万円

その他 △0百万円

繰延税金負債合計 △110百万円

差引：繰延税金資産の純額 3,443百万円

（繰延税金資産）   

繰越欠損金 5,940百万円

事業整理損失引当金 478百万円

在庫評価損 398百万円

投資有価証券評価損 396百万円

無形固定資産償却超過 379百万円

貸倒引当金 189百万円

返品調整引当金 143百万円

未払賞与否認額 114百万円

関係会社株式評価損 86百万円 

利息返還補償引当金 83百万円

役員退職慰労引当金 79百万円

未払社会保険料否認額 78百万円

その他 347百万円 

繰延税金資産小計 8,717百万円

評価性引当額 △7,362百万円

繰延税金資産合計 1,354百万円

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △53百万円

繰延税金負債合計 △53百万円

差引：繰延税金資産の純額 1,300百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった項目別の内訳

 

 　　　当連結会計年度は税金等調整前当期純損失のため

　　　記載を省略しております。

 

 　　　当連結会計年度は税金等調整前当期純損失のため

　　　記載を省略しております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

 
通販事業
（百万円）

現販事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結（百万円）

１　売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 130,482 22,515 152,997 － 152,997

(2) セグメント間の内部売上高　

又は振替高
－ － － － －

計 130,482 22,515 152,997 － 152,997

営業費用 122,129 23,527 145,657 2,831 148,488

営業利益又は営業損失(△) 8,353 △1,012 7,340 (2,831) 4,508

営業外損益 △6,170 △283 △6,453 (78) △6,531

経常利益又は経常損失(△) 2,182 △1,296 886 (2,909) △2,022

２　資産、減価償却費及び資本的　支

出
     

資産 45,334 11,011 56,345 16,025 72,371

減価償却費 84 90 174 377 552

資本的支出 46 68 115 2,194 2,310

（注）１　事業区分は当社グループの組織区分によっております。

　　　２　事業区分の主な内容

(1) 通販事業……カタログ等を媒体とする通信販売事業、通販代行事業及び保険代理店事業

(2) 現販事業……催事を中心とした対面販売による現物販売事業

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,831百万円であり、その主なものは

連結財務諸表提出会社の本社管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は16,025百万円であり、その主なものは連結財務諸

表提出会社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び本社管理部門に係る資

産等であります。

５　減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及びその償却額を含めております。

当連結会計年度（自　平成19年12月21日　至　平成20年12月20日）

 
通販事業
（百万円）

金融事業
（百万円）

現販事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

１　売上高及び営業損益       

　　売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 138,176 958 16,354 155,489 － 155,489

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 138,176 958 16,354 155,489 － 155,489

営業費用 131,640 562 18,065 150,268 2,169 152,437

   営業利益又は営業損失（△） 6,536 395 △1,711 5,220 (2,169) 3,051

営業外損益 △1,733 1,168 △236 △801 (7) △809

経常利益又は経常損失（△） 4,802 1,564 △1,947 4,419 (2,177) 2,242

２　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 49,531 3,739 6,992 60,264 9,732 69,996
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通販事業
（百万円）

金融事業
（百万円）

現販事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

減価償却費 132 1 57 191 443 634

資本的支出 371 9 144 525 1,300 1,825

（注）１　事業区分は当社グループの組織区分によっております。

　　　２　事業区分の主な内容

(1) 通販事業……インターネット・カタログ等を媒体とする通信販売事業

(2) 金融事業……保険代理店事業及び消費者金融事業等

(3) 現販事業……店舗販売を中心とした対面販売による現物販売事業

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,169百万円であり、その主なものは

連結財務諸表提出会社の本社管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は9,732百万円であり、その主なものは連結財務諸

表提出会社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び本社管理部門に係る資

産等であります。

　　　５　減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及びその償却額を含めております。

　　　６　事業区分の変更

(1)セグメント区分については、従来、「通販事業」、「現販事業」としておりましたが、当連結会計年度より新

たな事業区分として「金融事業」を加えた３区分に変更しております。この変更は、「貸金業の規制等に関

する法律等の一部を改正する法律」（平成18年12月20日公布　法律115号）のもと、ニッセン・ジー・イー

・クレジット株式会社の収益基盤を確固たるものとするため当社グループ内の契約条件の一部見直しを

行った結果、金融事業を単独で行う事業体としての性格が高まったことによるものであります。この変更に

伴い、従来の方法と比較して、「通販事業」の売上高及び営業利益はそれぞれ125百万円、経常利益は1,294百

万円減少し、「金融事業」の売上高及び営業利益はそれぞれ125百万円、経常利益は1,294百万円増加してお

ります。

(2)当連結会計年度より連結子会社となりましたｎインシュアランスサービス株式会社は、金融事業に区分して

おります。
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(3)前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分に組替えると次のとおりであ

ります。

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

 
通販事業
（百万円）

金融事業
（百万円）

現販事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益       

　売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 130,304 178 22,515 152,997 － 152,997

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 130,304 178 22,515 152,997 － 152,997

営業費用 122,079 50 23,527 145,657 2,831 148,488

営業利益又は営業損失（△） 8,224 128 △1,012 7,340 (2,831) 4,508

営業外損益 △3,945 △2,225 △283 △6,453 (78) △6,531

経常利益又は経常損失（△） 4,279 △2,097 △1,296 886 (2,909) △2,022

２　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 42,875 2,458 11,011 56,345 16,025 72,371

減価償却費 84 － 90 174 377 552

資本的支出 46 － 68 115 2,194 2,310

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成19年12月21日　至　平成20年12月20日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成19年12月21日　至　平成20年12月20日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

　子会社等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上の関
係

関連

会社

株式会社通

販物流サー

ビス 

京都市

南区
980  通販事業

 (所有割合)

直接　49.5
 兼任2名

商品の出荷・

保管・検品

商品の出荷・

保管・検品業

務委託(注)1

9,561 未払金 0 

ニッセン・

ジー・イー

・クレジッ

ト株式会社

 

京都市

下京区
4,050  通販事業

 (所有割合)

直接　50
 兼任2名

顧客への消費

者金融業務

利益返還補償

(注)2
           3

利息返

還補償

引当金

― 補償の支払           43

移転承継          242

  （注）１  商品の出荷・保管・検品業務金額については、過去の実績等により算定した価格をもとに、交渉したうえ決

定し契約を締結しております。

  　　　２  利息返還補償については、当社が負うべき営業譲渡債権に対する利息返還責任に伴う補償の支払に備えるため

のものであります。

　　　　３　上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等は含まれております。

当連結会計年度（自　平成19年12月21日　至　平成20年12月20日）

　当連結会計年度において、前連結会計年度に記載しておりました株式会社通販物流サービス及びニッセン・

ジー・イー・クレジット株式会社の取引については、当社グループの純粋持株会社体制への移行により平成19年

６月21日付で当社から新設分割設立会社の株式会社ニッセンへ承継されたため、又、その他取引については重要

性の乏しい取引であるため記載を省略しております。
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（企業結合等関係）

前連結会計年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

１．パーチェス法適用関係

 (1) 企業結合の概要

被取得企業の名称 株式会社オリエンタルダイヤモンド

事業の内容 
ダイヤモンドの裸石の仕入・卸、及びジュエリーの企画・開発・製

造・卸・小売  

企業結合を行なった主な理由

事業譲受により、ルースダイヤモンドの調達・販売、ジュエリー製品の

製造から販売までを一貫で行える体制を整え、ジュエリー事業の強化

を図っていくとともに、株式会社オリエンタルダイヤモンド及び株式

会社トレセンテが保有するジュエリーブランドを更に発展させること

により、一層の企業価値の向上が期待できると判断したことによるも

のであります。

企業結合日 平成19年４月１日

企業結合の法的形式 当社子会社による事業譲受

 (2) 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　被取得企業である株式会社オリエンタルダイヤモンドの当連結会計年度における業績については、平成19年

３月31日をみなし取得日とし、当該子会社の決算日と連結決算日の差異が３ヶ月を超えないため、当該子会社

の決算日を基礎として連結決算を行っております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については

連結上必要な調整を行っております。

 (3) 取得した事業の取得原価及びその内訳

事業譲受に要した額 2,541 百万円

取得に直接要した費用の額 80 百万円 

取得原価 2,621 百万円 

支出した金額については、全て現金で支出しております。

 (4) 発生したのれんの金額等

①のれんの金額　　　  　   197  百万円

②発生原因

　今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。

③償却方法及び償却期間

　５年間で均等償却しております。

 (5) 企業結合日に受け入れた資産及び負債の額並びにその主な内訳

流動資産 1,699 百万円 

固定資産 726 百万円 

資産計 2,425 百万円 

流動負債 2 百万円 

固定負債  ― 百万円

負債計 2 百万円 

 (6) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす

　 　影響の概算額

  概算額の算定が困難であり試算しておりません。なお、当該注記情報については、監査証明を受けておりま

せん。
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２．共通支配下の取引等

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後の名称並びに取引

の目的を含む取引の概要

結合当事企業又は対象となっ

た事業の名称及びその事業の

内容

株式会社ニッセンホールディングス（旧会社名　株式会社ニッセン）

が営んでいた通販事業及び現販事業等

企業結合の法的形式 分社型新設分割

結合後企業の名称 株式会社ニッセン

取引の目的を含む取引の概要

当社は、グループの中期経営ビジョンとして、１人ひとりのお客様が思

い描く理想のライフスタイルを提案する企業グループを目指しており

ます。この目標を達成するために、グループ成長戦略の強化、コーポ

レートガバナンスの強化、マネジメント人材の強化を目的とした純粋

持株会社体制への移行を行うことといたしました。この会社分割によ

り当社が分割前に営んでいた通販事業及び現販事業等を新設分割設立

会社の株式会社ニッセンに承継いたしました。

 (2) 実施した会計処理の概要

　本会社分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成18年12月22

日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。

当連結会計年度（自　平成19年12月21日　至　平成20年12月20日）

  共通支配下の取引等

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに

取引の目的を含む取引の概要

結合当事企業又は対象となっ

た事業の名称及びその事業の

内容

当社の連結子会社である株式会社ニッセンが営んでいた現販事業

企業結合の法的形式
株式会社ニッセンを分割会社、新設する株式会社ニッセンプレミアム

を承継会社とする分社型新設分割

結合後企業の名称 株式会社ニッセンプレミアム

取引の目的を含む取引の概要

当社は、グループ経営ビジョンとして、一人ひとりのお客様が思い描く

理想のライフスタイルを提案する企業グループを目指しております。

このビジョン実現に向けたビジネスドメイン戦略に基づき、主力事業

会社である株式会社ニッセンから現販事業部門を分社化することで、

グループ組織構造の最適化、独立事業としての経営基盤強化、現販事業

改革の加速、社員意識の変革及び組織・人材の活性化を目指してまい

ります。この会社分割により当社の連結子会社である株式会社ニッセ

ンが分割前に営んでいた現販事業を新設分割設立会社の株式会社ニッ

センプレミアムに承継させております。

 (2) 実施した会計処理の概要

　本会社分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成19年11月15

日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

１株当たり純資産額 578円23銭

１株当たり当期純損失  53円03銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純
損失であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額    195円38銭

１株当たり当期純損失    157円58銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果
を有している潜在株式が存在しないため記載してお
りません。

（注）算定上の基礎

　１．１株当たり純資産額の算定上の基礎

　
前連結会計年度末
（平成19年12月20日）

当連結会計年度末
（平成20年12月20日）

 連結貸借対照表の純資産の部の合計額 35,186百万円       9,924百万円

連結貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当

たり純資産額の算定に用いられた普通株式に係

る当連結会計年度末の純資産額との差額

16百万円   1百万円

（うち少数株主持分） （16百万円） （1百万円） 

普通株式に係る純資産額 35,169百万円       9,923百万円

普通株式の発行済株式数 63,416,332株           63,416,332株

普通株式の自己株式数 2,593,385株          12,626,701株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株

式の数 
60,822,947株           50,789,631株

　

　２．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

　
前連結会計年度

（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

当連結会計年度
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

１株当たり当期純損失 　 　

当期純損失 3,144百万円 9,353百万円

普通株主に帰属しない金額 － 　－

普通株式に係る当期純損失 3,144百万円 9,353百万円

普通株式の期中平均株式数 59,300,666株           59,360,160株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

提出会社の新株予約権５種類 

（新株予約権の数 32,364個）

概要は「第４提出会社の状況、

１株式等の状況、(2)新株予約権

等の状況」に記載のとおりであ

ります。　

連結子会社の新株予約権１種

類

（新株予約権の数  2,000個）

提出会社の新株予約権５種類 

（新株予約権の数 28,069個）

概要は「第４提出会社の状況、

１株式等の状況、(2)新株予約権

等の状況」に記載のとおりであ

ります。　

連結子会社の新株予約権１種

類

（新株予約権の数　1,900個）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度

（自　平成18年12月21日

至　平成19年12月20日）

──────

当連結会計年度

（自　平成19年12月21日

至　平成20年12月20日）

（固定資産の譲渡）

　当社は、平成21年３月６日開催の取締役会決議に基づき、セキサクビル管理株式会社と当社所有の四条新町ビルの建物

及び土地の譲渡に関して、売買契約を同日付にて締結いたしました。

(1) 譲渡の理由

 手元資金の流動性を高めるため

(2) 譲渡する相手会社の名称

 セキサクビル管理株式会社

(3) 譲渡資産の種類、譲渡前の使途

 事務所として利用している建物・土地

(4) 譲渡の時期

 平成21年３月６日　取締役会決議

 平成21年３月６日　売買契約書締結

 平成21年３月16日　物件引渡日

(5) 譲渡価額

 譲渡価格　2,542百万円

 帳簿価格　2,812百万円

(6) その他

　 当社は譲渡資産の引渡し後、それまで所有していた建物について賃貸借契約を締結いたしました。これにより

 平成21年３月から平成31年３月までの間、月額20百万円の賃借料が発生する予定です。 
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

         該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 ― 14,400 1.264 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 1,661 1,661 1.156 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 2,512 851 1.156
平成22年３月20日～

平成23年10月11日

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） ― ― ― ―

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 4,173 16,912 ― ―

　（注）１　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定の総

額

１年超２年以内（百万円） ２年超３年以内（百万円） ３年超４年以内（百万円） ４年超５年以内（百万円）

850 0 0 ―

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
第38期

（平成19年12月20日）
第39期

（平成20年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   752   1,612  

２　未収入金   106   －  

３　関係会社短期貸付金 ※１  1,992   2,497  

４　関係会社未収入金 ※１  579   885  

５　関係会社立替金 ※１  31   －  

６　繰延税金資産   16   －  

７  その他   744   475  

　　　貸倒引当金   △251   △189  

流動資産合計   3,971 9.2  5,280 11.8

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  2,612   4,812   

減価償却累計額  1,631 980  1,721 3,091  

(2）構築物  59   79   

減価償却累計額  47 12  50 29  

(3）機械及び装置  －   44   

減価償却累計額  － －  1 42  

(4）車輌及び運搬具  38   32   

減価償却累計額  19 19  21 10  

(5）工具器具及び備品  2,557   2,669   

減価償却累計額  1,838 719  1,990 679  

(6）土地   1,768   1,769  

(7）建設仮勘定   1,344   0  

有形固定資産合計   4,844 11.2  5,623 12.5

２　無形固定資産   270 0.6  238 0.5

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   2,198   1,546  

(2）関係会社株式   21,788   21,728  

(3) 関係会社長期貸付金 ※１  7,362   10,945  

(4）破産更生債権等   2   －  

(5）繰延税金資産   2,525   2,561  

(6）その他   359   277  

　　　 貸倒引当金   △83   △3,301  

投資その他の資産合計   34,154 79.0  33,758 75.2

固定資産合計   39,269 90.8  39,620 88.2

資産合計   43,240 100.0  44,901 100.0
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第38期

（平成19年12月20日）
第39期

（平成20年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形 　  7   8  

２　短期借入金 ※２  633   14,655  

３　一年以内返済予定長期借
入金

　  1,660   1,660  

４　未払金 ※２  1,012   570  

５　未払費用   39   100  

６　未払法人税等   －   293  

７　預り金   15   －  

８　設備関係支払手形   －   492  

９　設備関係未払金   751   139  

10　その他   8   30  

流動負債合計   4,127 9.5  17,950 40.0

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金 　  2,510   850  

２　関係会社事業損失引当金   －   1,231  

固定負債合計   2,510 5.8  2,081 4.6

負債合計   6,637 15.3  20,032 44.6

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  11,218 26.0  11,218 25.0

２　資本剰余金 　       

(1) 資本準備金 　 11,260   11,260   

資本剰余金合計 　  11,260 26.1  11,260 25.1

３　利益剰余金 　       

(1) 利益準備金 　 256   256   

(2) その他利益剰余金 　       

別途積立金 　 17,300   16,509   

繰越利益剰余金 　 △376   △7,320   

利益剰余金合計 　  17,180 39.7  9,445 21.0

４　自己株式 　  △3,282 △7.6  △7,177 △16.0

株主資本合計 　  36,376 84.2  24,747 55.1

Ⅱ　評価・換算差額等 　       

１　その他有価証券評価差額
金

　  226 0.5  122 0.3

評価・換算差額等合計 　  226 0.5  122 0.3

純資産合計 　  36,603 84.7  24,869 55.4

負債純資産合計 　  43,240 100.0  44,901 100.0
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②【損益計算書】

  
第38期

（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１　関係会社配当収入 ※1,3 41   38   

２　業務受託手数料収入 ※1,3 2,445   4,920   

３　一般売上高  72,513   －   

４　その他の営業収入 ※３ 4,563 79,564 100.0 385 5,344 100.0

Ⅱ　売上原価        

１　商品期首たな卸高  13,456   －   

２　当期商品仕入高  34,842   －   

合計  48,299   －   

３　他勘定振替高 ※２ 1,457   －   

４　会社分割に伴う減少高  12,328   －   

５　業務受託手数料収入原価 ※１ 1,517   3,079   

６　その他の営業収入原価  5 36,036 45.3 25 3,104 58.1

売上総利益   43,527 54.7  2,239 41.9

返品調整引当金繰入額   545 0.7  － －

返品調整引当金戻入額   △556 △0.7  － －

差引売上総利益   43,538 54.7  2,239 41.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１　広告宣伝費  12,307   187   

２　運賃荷造費  162   －   

３　販売促進費  3,866   －   

４　貸倒引当金繰入額  333   56   

５　給料  6,369   581   

６　賞与  1,201   75   

７　福利厚生費  1,032   91   

８　通信費  539   －   

９　賃借料  855   －   

10　保管・倉庫料  96   －   

11　租税公課  －   128   

12　減価償却費  359   65   

13　電算費  －   121   

14　手数料  12,727   507   

15　その他  1,384 41,237 51.8 201 2,016 37.7

営業利益   2,301 2.9  223 4.2

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息 ※３ 87   101   

２　受取配当金 　 55   23   

３　受取手数料 ※３ 99   7   

４　為替予約等評価益 　 1,009   －   

５　雑収入 ※３ 153 1,404 1.8 36 168 3.1
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第38期

（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  59   72   

２　株式交付費償却  37   －   

３　商品評価損 ※２ 1,457   －   

４　為替差損  8   1   

５　貸倒引当金繰入額  328   773   

６　返品破損引当金繰入額  5   －   

７　利息返還補償引当金繰入
額 

 3   －   

８　雑損失  130 2,031 2.6 78 926 17.3

経常利益又は経常損失
（△）

  1,674 2.1  △534 △10.0

Ⅵ　特別利益        

１　固定資産売却益 ※４ 0   0   

２　投資有価証券売却益  103 103 0.1 0 0 0.0

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産売却損 ※５ 7   －   

２　固定資産除却損 ※６ 137   3   

３　投資有価証券売却損 　 9   －   

４　投資有価証券評価損 　 78   570   

５　関係会社株式評価損 　 90   143   

６　事業再構築損失 ※７ 1,509   －   

７　関係会社事業整理損失 ※８ － 1,835 2.3 4,612 5,329 99.7

税引前当期純損失   56 △0.1  5,863 △109.7

法人税、住民税及び事業
税

 842   266   

過年度法人税等  －   87   

法人税等調整額  △824 18 0.0 27 381 7.1

当期純損失   75 △0.1  6,244 △116.8
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度　(自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日)

 

株主資本

資本金

(百万円)

資本剰余金

(百万円)

利益剰余金

(百万円)
自己株式

(百万円)

株主資本

合計

(百万円)
資本

準備金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益剰余金 利益

剰余金

合計

別途

積立金

繰越利益

剰余金

平成18年12月20日　残高 7,665 7,707 7,707 256 17,300 828 18,385 △3,290 30,467

事業年度中の変動額          

新株の発行 3,552 3,552 3,552 － － － － － 7,105

剰余金の配当 － － － － － △1,125 △1,125 － △1,125

当期純損失 － － － － － △75 △75 － △75

自己株式の取得 － － － － － － － △1 △1

自己株式の処分 － － － － － △4 △4 9 5

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額)
－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 3,552 3,552 3,552 － － △1,205 △1,205 8 5,908

平成19年12月20日　残高 11,218 11,260 11,260 256 17,300 △376 17,180 △3,282 36,376

 

評価・換算差額等

純資産合計

(百万円)

その他有価証券

評価差額金

(百万円)

繰延ヘッジ

損益

(百万円)

評価・換算

差額等合計

(百万円)

平成18年12月20日　残高 448 507 955 31,423

事業年度中の変動額     

　新株の発行 － － － 7,105

　剰余金の配当 － － － △1,125

　当期純損失 － － － △75

　自己株式の取得 － － － △1

　自己株式の処分 － － － 5

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額)
△221 △507 △728 △728

事業年度中の変動額合計 △221 △507 △728 5,180

平成19年12月20日　残高 226 － 226 36,603

当事業年度　(自　平成19年12月21日　至　平成20年12月20日)

 

株主資本

資本金

(百万円)

資本剰余金

(百万円)

利益剰余金

(百万円)
自己株式

(百万円)

株主資本

合計

(百万円)
資本

準備金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益剰余金 利益

剰余金

合計

別途

積立金

繰越利益

剰余金

平成19年12月20日　残高 11,218 11,260 11,260 256 17,300 △376 17,180 △3,282 36,376

事業年度中の変動額          

剰余金の配当 － － － － － △1,490 △1,490 － △1,490

当期純損失 － － － － － △6,244 △6,244 － △6,244

別途積立金の取崩 － － － － △790 790 － － －

自己株式の取得 － － － － － － － △3,895 △3,895

自己株式の処分 － － － － － △0 △0 0 0

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額)
－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － － － △790 △6,943 △7,734 △3,894 △11,629

平成20年12月20日　残高 11,218 11,260 11,260 256 16,509 △7,320 9,445 △7,177 24,747
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評価・換算差額等

純資産合計

(百万円)

その他有価証券

評価差額金

(百万円)

評価・換算

差額等合計

(百万円)

平成19年12月20日　残高 226 226 36,603

事業年度中の変動額    

　剰余金の配当 － － △1,490

　当期純損失 － － △6,244

　別途積立金の取崩 － － －

　自己株式の取得 － － △3,895

　自己株式の処分 － － 0

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額)
△104 △104 △104

事業年度中の変動額合計 △104 △104 △11,734

平成20年12月20日　残高 122 122 24,869
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重要な会計方針

第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

１　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２　デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

２　　　　　　　　 ────── 

３　たな卸資産（商品）の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法

３　　　　　　　　 ────── 

４　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

建物（附属設備を除く）

ａ．平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定額法

ｂ．平成19年４月１日以降に取得したもの

定額法

４　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

建物（附属設備を除く）

同左

その他

　　　　　ａ．平成19年３月31日以前に取得したもの

　　　　　　旧定率法

ｂ．平成19年４月１日以降に取得したもの

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

その他

同左

 

 

　

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　　　２～49年

建物附属設備　　　　　　　　　２～15年

　

　　　　────── 

建物　　　　　　　　　　　　　２～50年

建物附属設備　　　　　　　　　３～20年

工具器具及び備品　　　　　　　２～15年

（追加情報)

　当事業年度から、平成19年３月31日以前に取得した

有形固定資産については、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上しております。この結

果、損益に与える影響は軽微であります。 

(2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づいており

ます。 

(2）無形固定資産

同左
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第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

５　繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

５　　　　　　　　 ────── 

　

　

６　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性等を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

６　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）返品調整引当金

　当事業年度末に予想される返品による損失に備える

ため、過去の返品実績率に基づく返品損失見込額を計

上しております。  

(2）　　　　　　　────── 

　

(3）返品破損引当金

  当事業年度末に予想される返品商品の破損又は廃

棄による損失に備えるため、過去の破損又は廃棄の実

績に基づく返品商品の損失見込額を計上しておりま

す。

(3）　　　　　　　────── 　

　

(4）利息返還補償引当金

　将来の利息返還補償の発生に備えるため、当事業年

度末における返還補償見込額を計上しております。

　これは、平成12年７月14日に当社がニッセン・ジー

・イー・クレジット株式会社に対してクレジット・

サービス部門の営業を譲渡した際の営業譲渡契約に

基づく、当社が負うべき営業譲渡債権に対する利息返

還責任に伴う補償の支払に備えるためのものであり

ます。

(4）　　　　　　　────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5）退職給付引当金

　ホーム社員（女性販売員）の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基

づき、当事業年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。

(5）　　　　　　　────── 

　

(6）　　　　　　　────── (6）関係会社事業損失引当金

　関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財

政状態等を勘案し、当事業年度末における損失負担見

込額を計上しております。

（追加情報）

　当事業年度末において、関係会社の事業の損失に備

える必要が生じたため、損失負担見込額を計上してお

ります。
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第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

７　リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

７　リース取引の処理方法

同左

８　重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす為替予約等については、

振当処理を採用しております。

８　　　　　　　　　────── 

　

　

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約等取引

ヘッジ対象：外貨建金銭債務

　

　

(3）ヘッジ方針

　当社で規定された管理体制に基づき、為替リスクを

ヘッジする目的で先物為替予約等を行っております。

　

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とを

比率分析する方法により行っております。なお、当事

業年度末においては高い相関関係にあり、ヘッジは有

効と判断しております。

　

９　その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。

９　その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

（有形固定資産の減価償却方法）

　当事業年度より法人税法の改正（（所得税法等の一部を

改正する法律　平成19年３月30日　法律第６号）及び（法

人税法施行令の一部を改正する政令　平成19年３月30日　

政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に規定する減

価償却方法により減価償却費を計上しております。この結

果、損益に与える影響は軽微であります。

　　　　　　　　　　────── 

（企業結合に係る会計基準等）

　当事業年度より「企業結合に係る会計基準」（企業会計

審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業

会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号）を適用しております。

 

　　　　　　　　　　────── 

表示方法の変更

第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

(貸借対照表）

１．前事業年度まで独立科目で掲記していた「前払費　

用」（当事業年度68百万円）は金額的重要性が低く

なったため、流動資産の「その他」に含めて表示するこ

とに変更いたしました。

 

２．前事業年度まで独立科目で掲記していた「長期前払

　費用」（当事業年度17百万円）及び「差入保証金」

　（当事業年度113百万円）は金額的重要性が低くなった

　ため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示す

　ることに変更いたしました。

(貸借対照表）

１．前事業年度まで独立科目で掲記していた「未収入

　金」（当事業年度１百万円）及び「関係会社立替金」

　（当事業年度７百万円）は金額的重要性が低くなった

　ため、流動資産の「その他」に含めて表示することに

　変更いたしました。　　　　　　　

２．前事業年度まで独立科目で掲記していた「預り金」

　（当事業年度26百万円）は金額的重要性が低くなっ

　たため、流動負債の「その他」に含めて表示すること

　に変更いたしました。　　　　　　　

　   　　　　　　　　────── (損益計算書)　

１．前事業年度まで独立科目で掲記していた「通信費」

　（当事業年度12百万円）及び「賃借料」（当事業年度

  10百万円）は金額的重要性が低くなったため、販売費

　及び一般管理費の「その他」に含めて表示することに

　変更いたしました。　　　　　　　

 ２．前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」

　に含めて表示しておりました「電算費」及び「租税公

　課」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の５を超

　えたため区分掲記しております。

　　なお、前事業年度の「電算費」の金額は65百万円、

　「租税公課」の金額は197百万円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第38期
（平成19年12月20日）

第39期
（平成20年12月20日）

※１ 関係会社に対する資産 ※１ 関係会社に対する資産

 短期貸付金 1,992百万円

長期貸付金 7,362百万円

未収入金 579百万円

立替金 31百万円

 短期貸付金 2,497百万円

長期貸付金 10,945百万円

未収入金 885百万円

※２ 関係会社に対する負債 ※２ 関係会社に対する負債

 短期借入金 633百万円

未払金 486百万円

 短期借入金 255百万円

未払金 23百万円

　３ 保証債務

　当社グループ従業員の金融機関からの借入に対す

る保証予約　　　　　　　　　　　　61百万円

　下記連結子会社と金融機関との取引に係る債務保

証

スパーク・エース・リミテッド 558百万円

株式会社ニッセン 100百万円

　下記連結子会社の支払債務に対する債務保証

株式会社ニッセン 5,540百万円

　３ 保証債務

　当社グループ従業員の金融機関からの借入に対す

る保証予約　　　　　　　　　　　　 47百万円

　下記連結子会社と金融機関との取引に係る債務保

証

スパーク・エース・リミテッド 378百万円

株式会社ニッセン 5,744百万円

　下記連結子会社の支払債務に対する債務保証

株式会社ニッセン 4,332百万円

　４ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約 　４ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約

 　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

金融機関12社と当座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約を締結しております。これら契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
31,150百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 26,150百万円

内訳

当座貸越極度額

総額 16,150百万円

借入実行残高 －　

差引額 16,150百万円

  コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 －　

差引額 10,000百万円

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 －百万円

 　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

金融機関12社と当座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約を締結しております。これら契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
31,150百万円

借入実行残高 19,400百万円

差引額 11,750百万円

内訳

当座貸越極度額

総額 16,150百万円

借入実行残高 4,400百万円

差引額 11,750百万円

  コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 10,000百万円

差引額 －百万円

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 －百万円
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第38期
（平成19年12月20日）

第39期
（平成20年12月20日）

 　  　なお、当事業年度においては為替予約の解約や催

事販売事業からの撤退などの一過性の要因によ

り、当社で締結しているコミットメント契約にお

いて、以下の財務制限条項に記載した①の要件に

抵触いたしました。

　ただし、全ての金融機関からは当該財務制限条項

への抵触を期限の利益喪失事由としない旨の承諾

を得ております。

（本契約における財務制限条項）

　① 各年度の決算期の末日における単体及び連結

の貸借対照表における資本の部の合計を当該決算

期の直前の決算期の末日又は平成16年12月期の末

日のいずれか大きい方の75％以上に維持するこ

と。

　② 各年度の決算期における単体及び連結の損益

計算書における経常損益を２期連続で損失としな

いこと。
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（損益計算書関係）

第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

※１ 　当社は平成19年６月21日をもって純粋持株会社と

なったことに伴い、当事業年度より関係会社から業

務受託手数料収入及び配当金収入が生じておりま

す。また、業務受託手数料収入に係る原価部分とし

て業務受託手数料収入原価が発生しております。

 

※１ 　 　　　　　　 ──────

※２ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 ※２   　　　　　　　──────

 商品評価損 1,457百万円   

※３ 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれ

ております。

※３ 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれ

ております。

 受取利息 64百万円

雑収入 25百万円

 業務受託手数料収入 4,918百万円

その他の営業収入 378百万円

関係会社配当収入 38百万円

受取利息 99百万円

受取手数料 3百万円

※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

 工具器具及び備品 0百万円

計 0百万円

 車輌及び運搬具 0百万円

計 0百万円

※５ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５   　　　　　　　──────

 建物 1百万円

工具器具及び備品 0百万円

土地 6百万円

計 7百万円

  

 ※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。  ※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

 建物 46百万円

工具器具及び備品 5百万円

構築物 1百万円

ソフトウェア 84百万円

計 137百万円

 工具器具及び備品 3百万円

計 3百万円

※７ 事業再構築損失の内訳は、次のとおりであります。

（現販事業に係るもの）  　

店舗統廃合に係る費用 1,025百万円 

希望退職に伴う特別退職金・再

就職支援費用等 484百万円

計 1,509百万円

※７   　　　　　　　──────

 

EDINET提出書類

株式会社ニッセンホールディングス(E03131)

有価証券報告書

105/123



第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

※８   　　　　　　　────── ※８ 関係会社事業整理損失の内訳は、次のとおりであり

ます。

貸倒引当金繰入額 2,150百万円　

関係会社事業損失引当金繰入額 1,231百万円 

関係会社株式評価損 1,231百万円

計 4,612百万円

（株主資本等変動計算書関係）

 　前事業年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

   自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

 　 普通株式　(注） 　2,599,312株 　1,573株 　7,500株 2,593,385株

 　　合　計 　　2,599,312株 1,573株 　7,500株 　2,593,385株

 　　(注)１　普通株式の自己株式の株式数の増加1,573株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　　    ２　普通株式の自己株式の株式数の減少7,500株は、ストック・オプションの権利行使による減少であ

　　　　　 　ります。

 　当事業年度（自　平成19年12月21日　至　平成20年12月20日）

   自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

 　 普通株式　(注） 2,593,385株 10,033,420株 104株 12,626,701株

 　　合　計 2,593,385株 10,033,420株 104株 12,626,701株

 　　(注)１　普通株式の自己株式の株式数の増加10,033,420株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加

　　　　　　 10,032,500株、単元未満株式の買取りによる増加920株であります。

 　　    ２　普通株式の自己株式の株式数の減少104株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。
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（リース取引関係）

第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記

　

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記

①借手側

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　     該当事項はありません。

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

  

取得価額相

当額

（百万円）

 

減価償却累

計額相当額

（百万円）

 

期末残高相

当額

（百万円）

       

工具器具及び

備品
 5 2 2

合計  5 2 2

　なお、上記金額には転貸リース取引に係るリース物件

の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高

相当額が含まれておりません。　

２　未経過リース料期末残高相当額

　　　 該当事項はありません。

２　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 9百万円

１年超 1百万円

計 11百万円

　 　なお、上記金額には、転貸リース取引に係る未経過

リース料期末残高相当額が含まれております。

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 35百万円

減価償却費相当額 33百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円

支払利息相当額 0百万円

　

　なお、上記金額には、転貸リース取引に係る支払

リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額が

含まれておりません。

４　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

　４　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左
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第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

──────  ②貸手側

　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 8百万円

１年超 －百万円

計 8百万円

　上記金額は全て転貸リース取引に係る貸手側の未経過

リース料期末残高相当額であります。

　なお、当該転貸リース取引は同一の条件で連結子会社

にリースしており、同額の残高が上記借手側の未経過

リース料期末残高相当額に含まれております。

（減損会計について）

　リース資産に配分された減損損失はないため、項

目等の記載は省略しております。 

（減損会計について）

同左 

（有価証券関係）

第38期（平成19年12月20日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

第39期（平成20年12月20日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

第38期
（平成19年12月20日）

第39期
（平成20年12月20日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）   

会社分割による子会社株式調整額 2,615百万円

投資有価証券等評価損 165百万円

関係会社株式評価損 116百万円

役員退職慰労引当金 79百万円

貸倒引当金 66百万円

無形固定資産償却超過 24百万円

未払賞与否認額 6百万円

未払社会保険料否認額 4百万円

その他 71百万円

繰延税金資産小計 3,149百万円

評価性引当額 △497百万円

繰延税金資産合計 2,651百万円

（繰延税金負債）   

未収事業税 △8百万円

その他有価証券評価差額金 △102百万円

繰延税金負債合計 △110百万円

差引：繰延税金資産の純額 2,541百万円

（繰延税金資産）   

会社分割による子会社株式調整額 2,615百万円

貸倒引当金 1,312百万円

関係会社株式評価損 674百万円

関係会社事業損失引当金 500百万円

投資有価証券評価損 396百万円

無形固定資産償却超過 82百万円

役員退職慰労引当金 79百万円

電話加入権償却 49百万円

未払事業税 21百万円

未払社会保険料否認額 6百万円

未払賞与否認額 5百万円

その他 64百万円

繰延税金資産小計 5,808百万円

評価性引当額 △3,193百万円

繰延税金資産合計 2,615百万円

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △53百万円

繰延税金負債合計 △53百万円

差引：繰延税金資産の純額 2,561百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

　当事業年度は税引前当期純損失であったため記載を

省略しております。

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

　当事業年度は税引前当期純損失であったため記載を

省略しております。

 

（企業結合等関係）

前事業年度（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）

　当社は平成19年６月21日に通販事業、現販事業等を分割し、新設の株式会社ニッセンに継承させるとともに、自ら

は純粋持株会社に移行いたしました。

　なお、詳細については、連結財務諸表における「企業結合等関係」に記載のとおりであります。　 

当事業年度（自　平成19年12月21日　至　平成20年12月20日）

　平成20年２月25日開催の株式会社ニッセンの取締役会決議に基づき平成20年６月21日付で株式会社ニッセン（当

社の連結子会社）の現販事業部門を新設分割し、新設分割設立会社の株式会社ニッセンプレミアム（当社の連結子

会社）に承継しております。

　なお、詳細については、連結財務諸表における「企業結合等関係」に記載のとおりであります。　 
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（１株当たり情報）

第38期
（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

１株当たり純資産額    601円80銭

１株当たり当期純損失      1円27銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純
損失であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額    489円65銭

１株当たり当期純損失    105円20銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果
を有している潜在株式が存在しないため記載してお
りません。

（注）算定上の基礎

  １．１株当たり純資産額の算定上の基礎

　
第38期

（平成19年12月20日）
第39期

（平成20年12月20日）

貸借対照表の純資産の部の合計額       36,603百万円             24,869百万円

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり

純資産額の算定に用いられた普通株式に係る事

業年度末の純資産額との差額

－ － 　

普通株式に係る純資産額        36,603百万円        24,869百万円

普通株式の発行済株式数           63,416,332株           63,416,332株

普通株式の自己株式数          2,593,385株       12,626,701株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株

式の数 
          60,822,947株           50,789,631株

　

　２．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

　
第38期

（自　平成18年12月21日
至　平成19年12月20日）

第39期
（自　平成19年12月21日
至　平成20年12月20日）

１株当たり当期純損失 　 　

当期純損失 75百万円 6,244百万円

普通株主に帰属しない金額 － －　

普通株式に係る当期純損失 75百万円 6,244百万円

普通株式の期中平均株式数 59,300,666株           59,360,160株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

新株予約権５種類 

（新株予約権の数 32,364個）

概要は「第４提出会社の状況、

１株式等の状況、(2)新株予約権

等の状況」に記載のとおりであ

ります。

新株予約権５種類 

（新株予約権の数 28,069個）

概要は「第４提出会社の状況、

１株式等の状況、(2)新株予約権

等の状況」に記載のとおりで

あります。
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（重要な後発事象）

第38期

（自　平成18年12月21日

至　平成19年12月20日）

──────

第39期

（自　平成19年12月21日

至　平成20年12月20日）

（固定資産の譲渡）

　当社は、平成21年３月６日開催の取締役会決議に基づき、セキサクビル管理株式会社と当社所有の四条新町ビルの建物

及び土地の譲渡に関して、売買契約を同日付にて締結いたしました。

(1) 譲渡の理由

 手元資金の流動性を高めるため

(2) 譲渡する相手会社の名称

 セキサクビル管理株式会社

(3) 譲渡資産の種類、譲渡前の使途

 事務所として利用している建物・土地

(4) 譲渡の時期

 平成21年３月６日　取締役会決議

 平成21年３月６日　売買契約書締結

 平成21年３月16日　物件引渡日

(5) 譲渡価額

 譲渡価格　2,542百万円

 帳簿価格　2,812百万円

(6) その他

　 当社は譲渡資産の引渡し後、それまで所有していた建物について賃貸借契約を締結いたしました。これにより

 平成21年３月から平成31年３月までの間、月額20百万円の賃借料が発生する予定です。 

EDINET提出書類

株式会社ニッセンホールディングス(E03131)

有価証券報告書

111/123



④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価

証券

その他有価

証券

   

日本ユニシス株式会社 657,000 482

株式会社オービービー 19,950 155

株式会社京都銀行 149,589 143

株式会社りそなホールディングス 932 130

株式会社王将フードサービス 69,300 101

株式会社日本製紙グループ本社 217 76

大日本印刷株式会社 47,450 44

Plantation Platform of Tasmania Pty Ltd 533,556 43

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 69,040 38

株式会社京都放送 740 37

その他27銘柄 298,819 255

計 1,846,593 1,510

【債券】

銘柄
券面総額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価

証券

その他有価

証券

   

第１回野村ホールディングス株式会社期限前償還条項

付無担保社債
10 10

計 10 10

【その他】

銘柄
投資口数
（口）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価

証券

その他有価

証券

   

中国人民元建て短期債券投信 3,000 25

計 3,000 25
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高

（百万円）

当期増加額

（百万円）

当期減少額

（百万円）

当期末残高

（百万円）

当期末減価償

却累計額又は

償却累計額

（百万円）

当期償却額

（百万円）

差引当期末残高

（百万円）

有形固定資産        

建物 2,612 2,199 ― 4,812 1,721 89 3,091

構築物 59 19 ― 79 50 2 29

機械及び装置 ― 44 ― 44 1 1 42

車輌及び運搬具 38 ― 6 32 21 5 10

工具器具及び備品 2,557 247 135 2,669 1,990 284 679

土地 1,768 1 ― 1,769 ― ― 1,769

建設仮勘定 1,344 1,028 2,371 0 ― ― 0

有形固定資産計 8,381 3,540 2,513 9,408 3,784 383 5,623

無形固定資産 332 28 35 325 86 59 238

 無形固定資産計 332 28 35 325 86 59 238

長期前払費用 77 9 25 61 43 9 17

 （注）１．「当期増加額」のうち、四条新町ビル関連のものは、次のとおりです。

建物　　　　　　　2,188百万円　

構築物　　　　　　   19百万円　

機械及び装置　　　 　44百万円　

工具器具及び備品　　 63百万円　

建設仮勘定　　　　1,017百万円　

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 334 3,159 2 ― 3,491

関係会社事業損失引当金 ― 1,231 ― ― 1,231
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 ―　

預金  

普通預金 61

当座預金 1,485

振替貯金 38

別段預金 15

定期預金 10

小計 1,612

合計 1,612

②　関係会社短期貸付金

相手先 金額（百万円）

株式会社ニッセン 1,660

株式会社ニッセンユービスト友の会 490

株式会社葡萄ラボ 250

株式会社トレセンテ 72

株式会社ナビバード 25

合計 2,497

③　関係会社株式

相手先 金額（百万円）

株式会社ニッセン 16,580

ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社 2,550

株式会社通販物流サービス 960

株式会社ＩｎｆｏＤｅｌｉｖｅｒ 588

株式会社トレセンテ 438

その他 610

合計 21,728
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④　関係会社長期貸付金

相手先 金額（百万円）

株式会社ニッセン 4,350

株式会社オリエンタルダイヤモンド 3,100

株式会社ニッセンプレミアム 2,150

株式会社暮らしのデザイン 720

株式会社葡萄ラボ 310

その他 315

合計 10,945

⑤　繰延税金資産（固定資産）

　「第５ 経理の状況　２ 財務諸表等　注記事項（税効果会計関係）１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原

　 因別の内訳」のとおりであります。

　

⑥　支払手形

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

昭和情報機器株式会社 6

その他 1

合計 8

(ロ）期日別内訳

期日 金額（百万円）

平成21年１月度 2

　 〃　 ２月度 2

　 〃　 ３月度 2

　 〃　 ５月度 0

合計 8

⑦　短期借入金

相手先 金額（百万円）

株式会社りそな銀行 4,500

株式会社京都銀行 4,300

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2,200

株式会社みずほ銀行 2,000

株式会社福井銀行 900

その他 755

合計 14,655
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⑧　一年以内返済予定長期借入金

相手先 金額（百万円）

株式会社りそな銀行 332

株式会社京都銀行 332

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 166

日本生命保険相互会社 166

株式会社みずほ銀行 166

その他 498

合計 1,660

⑨　長期借入金

相手先 金額（百万円）

株式会社りそな銀行 170

株式会社京都銀行 170

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 85

日本生命保険相互会社 85

株式会社みずほ銀行 85

その他 255

合計 850

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 12月21日から12月20日

定時株主総会 毎年12月21日から３ヶ月以内

基準日 12月20日 

株券の種類　　　(注)２ 100株券、1,000株券、10,000株券

剰余金の配当の基準日 ６月20日、12月20日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え(注)２  

取扱場所

　

大阪市北区堂島浜一丁目１番５号

　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

株主名簿管理人

　

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所

　

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国本支店

野村證券株式会社　全国本支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

株券喪失登録に伴う手数料 １．喪失登録　　　　　１件につき　10,500円

　 ２．喪失登録株券　　　１枚につき　　 525円

単元未満株式の買取り  

取扱場所

　

大阪市北区堂島浜一丁目１番５号

　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

株主名簿管理人

　

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所

　

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国本支店

野村證券株式会社　全国本支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。やむを得ない事由により、電子公告による公告をすること

ができない場合は、日本経済新聞に掲載しておこなう。

公告掲載URL

http://www.nissen-hd.co.jp/ir/account.htm

株主に対する特典

毎年12月20日現在及び６月20日現在の単元株（100株）以上所有の株主には、

ニッセンコレクティブカタログを年５回送付。

毎年12月20日現在及び６月20日現在の100株以上500株未満の所有の株主には１

千円のニッセン通販買物券、500株以上1,000株未満の所有の株主には２千円の

ニッセン通販買物券、1,000株以上所有の株主には、当社が選定した５千円相当

のニッセン通販取扱い商品群等（ニッセン通販買物券を含む）の中から株主様

に選択いただいた１点を贈呈。（贈呈時期は４月と９月）

（注）１．当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利及び会社法第166条第１項　

の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権

利、並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。

　２．「株式等の取引に係る決済の合理化を測るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成

16年法律第88号）の施行に伴い、平成20年11月４日開催の取締役会決議により平成21年１月５日を効力発生日

とする株式取扱規程の改正を行い、該当事項は無くなっております。
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第７【提出会社の参考情報】

　１【提出会社の親会社等の情報】

          当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

　２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1）自己株券買付状況報告書

　平成20年１月７日、平成20年２月１日、平成20年３月３日、平成20年４月１日、平成20年５月７日、平成20年６月

２日、平成20年７月１日、平成20年８月４日、平成20年９月５日、平成20年10月１日、平成20年11月６日、平成20年

12月１日、平成21年１月５日、平成21年２月２日、平成21年３月２日関東財務局長に提出

　　(2）自己株券買付状況報告書の訂正報告書

　　　　平成21年1月６日関東財務局長に提出

(3）臨時報告書

　平成20年８月４日関東財務局長に提出

　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主及び

主要株主である筆頭株主の異動）に基づく臨時報告書であります。

　平成20年10月27日関東財務局長に提出

　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号（当社及び連結

会社の財務状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生）に基づく臨時報告書であります。

　平成20年11月６日関東財務局長に提出

　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主及び

主要株主である筆頭株主の異動）に基づく臨時報告書であります。

　平成20年12月26日関東財務局長に提出

　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号（当社及び連結

会社の財務状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生）に基づく臨時報告書であります。

(4）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第38期）（自　平成18年12月21日　至　平成19年12月20日）平成20年３月19日関東財務局長に提出

(5）半期報告書

　（第39期中）（自　平成19年12月21日　至　平成20年６月20日）平成20年９月18日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

  平成20年３月18日

株式会社ニッセンホールディングス  

 取締役会　御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 寺澤　豊　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 川島　育也　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 吉田　敏宏　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ニッセンホールディングスの平成18年12月21日から平成19年12月20日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表に

ついて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対

する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ニッセンホールディングス及び連結子会社の平成19年12月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

  平成21年３月18日

株式会社ニッセンホールディングス  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 寺澤　豊　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 川島　育也　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 吉田　敏宏　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ニッセンホールディングスの平成19年12月21日から平成20年12月20日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表に

ついて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対

する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ニッセンホールディングス及び連結子会社の平成20年12月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

　セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」（注）６に記載のとおり、会社は当連結会計年度より事業区分の変更

を行っている。　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

  平成20年３月18日

株式会社ニッセンホールディングス  

 取締役会　御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 寺澤　豊　　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 川島　育也　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 吉田　敏宏　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ニッセンホールディングスの平成18年12月21日から平成19年12月20日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ニッ

センホールディングスの平成19年12月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

  平成21年３月18日

株式会社ニッセンホールディングス  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 寺澤　豊　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 川島　育也　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 吉田　敏宏　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ニッセンホールディングスの平成19年12月21日から平成20年12月20日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ニッ

センホールディングスの平成20年12月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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